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組 合 規 約 

 

第１章 総則 

第１０１条 名称 

本組合は、「三越伊勢丹グループ労働組合」と称し、英語名を「ＩＳＥＴＡＮ ＭＩＴＳＵＫＯＳＨＩ Ｇ

ＲＯＵＰ ＬＡＢＯＲ ＵＮＩＯＮ」とし、略称は「ＩＭＧＵ」とする。 

第１０２条 所在地 

本組合は、事務所を東京都新宿区新宿 5丁目 17番 18号株式会社三越伊勢丹内に置く。 

第１０３条 法人格 

本組合は、「法人」とする。 

第１０４条 目的 

本組合は、基本理念にもとづき、組合員相互の協力により運動方針の実現をめざす。 

第１０５条 事業 

本組合は、前条の目的達成のために次の事業を行う。 

（１）団体交渉および労使間の各種交渉 

（２）労働協約の締結および改訂 

（３）組合員および家族の福祉向上への各種サービス活動 

（４）健全かつ安定的な会社経営の持続・発展にむけての研究および提言 

（５）教育活動 

（６）苦情処理 

（７）社会貢献活動 

（８）三越伊勢丹グループ共済会への参画 

（９）加盟上部団体の方針にもとづく活動の推進および協力 

（１０）同一目的をもつ他団体との提携および協力 

 

第２章 組合員 

第２０１条 構成 

本組合は、三越伊勢丹グループ各社、各団体の従業員と本組合雇用の職員で構成する。その構成は、「組

合の構成に関する規程」に定める。 

第２０２条 範囲 

組合員の範囲は「組合員の範囲に関する規程」に定める。 

第２０３条 資格の取得 

入社した従業員は、入社と同時に組合員の資格を取得する。ただし、契約社員・パート社員の組合員の

資格取得については、各支部の実態に合わせ「組合員の範囲に関する規程」に定める。 

第２０４条 資格の喪失 

組合員は、次の各号のいずれかに該当したときは、その資格を失う。 

（１）非組合員となったとき 

（２）退社、解雇され組合が同意したとき 

（３）雇用契約期間中に会社に雇用契約を解約され組合が同意したとき 

（４）有期雇用契約社員組合員が雇用契約を更新しないまま、契約期間が満了したとき 

（５）死亡したとき 

（６）組合から除名されたとき 
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ただし、本規約第 209条 6号にもとづく異議の申し立て中は、この限りではない。 

第２０５条 加入の手続き 

組合加入の手続きは、資格の取得後すみやかに「加入申込書」を本部執行委員長に提出する。 

第２０６条 脱退の手続き 

組合からの脱退の手続きは、組合員が脱退届を本部執行委員長に提出する。ただし、脱退については、

本部執行委員会での承認を得なければならない。 

第２０７条 資格の保障 

組合員は、本組合の同意しない解雇および雇用契約期間中の雇用契約の解約により、資格を失うことは

ない。 

第２０８条 平等の原則 

組合員は、いかなる場合においても人種、宗教、性別、門地または身分によって組合員たる資格を奪わ

れず、また、差別待遇を受けない。 

第２０９条 権利 

組合員は、次の権利を有する。 

（１）本組合すべての問題に関与し均等の取扱いを受けること 

（２）本規約および規則に定める選挙権、被選挙権  

（３）本規約に定める手続きにより各機関、各機関構成員を弾劾、罷免すること 

（４）公開の会議を傍聴すること 

（５）会計帳簿、議事録を閲覧すること 

（６）本規約にもとづいて行われた処罰に対して弁明し異議を申し立てること 

第２１０条 義務 

組合員は、組合活動に積極的に参加および協力し、次の各号を遵守する義務を負う。 

（１）組合規約を遵守し、組合の正常な発展のため努力すること 

（２）組合費、臨時組合費などを納入すること 

（３）役員に積極的に協力し、各機関の決定に従うこと 

（４）本規約に定める会議などに出席すること 

 

第３章 組織および機関 

第１節 総則 

第３０１条 組織の単位と呼称 

本組合の組織は、本部と次の支部・統括支部によって構成する。 

（１）三越伊勢丹支部 

（２）北海道統括支部 

（３）仙台三越支部 

（４）新潟三越伊勢丹支部 

（５）静岡伊勢丹支部 

（６）名古屋三越支部 

（７）広島三越支部 

（８）高松三越支部 

（９）松山三越支部 

（１０）岩田屋三越支部 

（１１）エムアイフードスタイル支部 

（１２）エムアイカード支部 
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（１３）三越伊勢丹ビジネス・サポート支部 

（１４）三越伊勢丹プロパティ・デザイン支部 

（１５）三越伊勢丹システム・ソリューションズ支部 

（１６）三越伊勢丹ヒューマン・ソリューションズ支部 

（１７）三越伊勢丹ニッコウトラベル支部 

（１８）関連グループ支部Ⅰ 

（１９）関連グループ支部Ⅱ 

２．支部および直轄分会内の組織を職場区とする。また、支部では必要に応じて分会を設けることが  

できる。分会の設置は「組合の構成に関する規程」に定める。 

第３０２条 本部機能 

本部の機能は、次の通りとする。 

（１）組合活動全般の統括 

（２）組合全体レベルの事項の企画立案実施 

（３）団体交渉、労使協議に関する重要事項の統括 

（４）会計の管理運営 

（５）三越伊勢丹グループ共済会の運営 

第３０３条 支部・直轄分会機能 

支部・直轄分会の機能は、次の通りとする。 

（１）団体交渉、労使協議に関する事項の協議・検討 

（２）日常活動の推進 

（３）支部、直轄分会レベルの事項の企画立案実施 

（４）本部より委託された事項の推進 

第３０４条 種類 

本組合は、次の機関を置く。 

（１）本部 

①議決機関  本部大会、本部評議員会 

②執行機関  本部執行委員会 

③監査機関  監査委員会 

④その他機関 選挙管理委員会 

（２）支部 

①議決機関  支部大会、支部評議員会 

②執行機関  支部執行委員会 

③討議機関  職場委員会、職場会議 

④その他機関 選挙管理委員会 

２．前項 2号に関わらず直轄分会の議決機関は直轄分会総会、直轄分会評議員会とする。 

第３０５条 組織運営 

本部の組織運営は、「組織運営規程」に定める。 

２．支部の組織運営は、「組織運営規程」および「支部規程」に定める。 

３．直轄分会の組織運営は、「直轄分会規程」に定める。 

 

第２節 全員投票 

第３０６条 全員投票 

全員投票は、全組合員の直接無記名投票により行う。 
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２．全員投票による決定は本組合のすべての議決機関の決定に優先する。 

３．全員投票については、「全員投票規程」に定める。 

 

第３節 本部大会 

第３０７条 地位と構成 

本部大会は、本組合の最高議決機関であり、本部大会代議員および本部役員・監査委員をもって構成す

る。 

第３０８条 種類 

本部大会は、定期本部大会と臨時本部大会とする。 

第３０９条 開催 

定期本部大会は、毎年 1回、原則として 10月に開催する。 

２．臨時本部大会は、次の場合に開催する。 

（１）本部執行委員会が必要と認めたとき 

（２）本部評議員会が必要と認めたとき 

（３）本部大会代議員の 3分の 1以上の連署により請求があったとき 

（４）組合員の 4分の 1以上の連署により請求があったとき 

第３１０条 招集 

本部大会の招集は、本部執行委員長が行い、原則として 1 週間前までにその日時、場所、議案を通告し

なければならない。ただし、緊急を要する場合には、この期間を短縮することができる。 

２．前条 3号・4号の請求があった場合は、本部執行委員長は、請求のあった日から 2週間以内に臨時本

部大会を招集しなければならない。 

３．本部大会の開催はやむを得ない事情がある場合にはデジタルツールにておこなうことができる。 

第３１１条 成立 

本部大会は、本部大会代議員の 2分の 1以上の出席により成立する。 

２．前項の定めにかかわらず、本部大会代議員が 1 人も出席していない支部があるときは、本部大会は

成立しない。ただし、当該支部の本部大会代議員の 1 人以上が当該本部大会の開催および議事に同

意し、かつ、議長がこれを承認したときは、この限りではない。 

第３１２条 附議事項 

本部大会に附議すべき事項は、次の通りとする。 

（１）基本理念、規約の制定および改廃 

（２）本部運動方針および予算 

（３）経過報告および決算 

（４）後半年度の活動計画 

（５）選挙管理委員の指名 

（６）本部の各機関および各機関構成員の信任・不信任 

（７）他労働組合との統合 

（８）上部団体への加盟および脱退 

（９）臨時組合費の徴収 

（１０）特別会計の設置および廃止 

（１１）一般会計、特別会計間の流用 

（１２）争議行為の開始 

（１３）争議行為の終結 

（１４）本組合の解散および残余資産の処分 
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（１５）全員投票の議案 

（１６）支部、直轄分会争議行為の開始 

（１７）支部、直轄分会争議行為の終結 

（１８）その他本規約第 309条にもとづく必要事項 

２．4号については中間年度開催時の定期本部大会における附議事項とする。 

第３１３条 議決 

本部大会の議決は、出席本部大会代議員の過半数とする。可否同数のときは、議長の決するところによ

る。 

ただし、前条 1 号、11 号、13 号のうち組合の解散、14 号および 15 号については直接無記名投票により

出席本部大会代議員の 3分の 2以上の賛成を得なければならない。 

２．前条 11号、13号のうち組合の解散および 14号については、本部大会で議決された後、本規約第 306

条の全員投票により前条 11号および 14号については全組合員の過半数、前条 13号のうち組合の解

散については全組合員の 4分の 3以上の支持を得なければならない。 

３．前条 15号については、本規約第 339条にもとづき、本部大会で議決された後、当該支部は、本規約

第 333 条の支部全員投票により支部組合員の過半数以上の支持を、当該直轄分会は直轄分会総会に

より直轄分会組合員の過半数以上の支持を得なければならない。ただし、直轄分会は、本部大会上

程前に直轄分会総会を経ている場合は、この限りではない。 

第３１４条 議事運営 

本部大会の議事運営は、「議事規程」に定める。 

 

第４節 本部評議員会 

第３１５条 地位と構成 

本部評議員会は、本部大会に次ぐ議決機関とし、本部評議員および本部役員をもって構成する。 

第３１６条 開催 

本部評議員会は、次の場合に開催する。 

（１）本部執行委員会が必要と認めたとき 

（２）本部評議員の 3分の 1以上の連署により請求があったとき 

第３１７条 招集 

本部評議員会の招集は、本部執行委員長が行い、原則として 1 週間前までにその日時、場所、議案を通

告しなければならない。ただし、緊急を要する場合には、この期間を短縮することができる。 

２．前条 2 号の請求があった場合は、本部執行委員長は請求のあった日から 2 週間以内に本部評議員会

を招集しなければならない。 

３．本部評議員会の開催はやむを得ない事情がある場合にはデジタルツールにておこなうことができる。 

第３１８条 成立 

本部評議員会は、本部評議員の 2分の 1以上の出席により成立する。 

２．前項の定めにかかわらず、本部評議員が 1 人も出席していない支部があるときは、本部評議員会は

成立しない。ただし、当該支部の本部評議員の 1 人以上が当該本部評議員会の開催および議事に同

意し、かつ、議長がこれを承認したときは、この限りではない。 

第３１９条 附議事項 

本部評議員会に附議事項すべき事項は、次の通りとする。 

（１）本部大会において委任された事項 

（２）経過報告 

（３）本規約の付属諸規程の制定および改廃 
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（４）企業の枠を超える共通事項で団体交渉に附すべき重要な交渉または協議事項 

（５）闘争委員会の設置および解散 

（６）予算の款、項、目の流用 

（７）日常運転資金を除く借入金に関する事項 

（８）本部大会に附すべき事項のうち緊急を要する処理 

   ただし、本部大会での事後承認を得るものとする。 

（９）その他本規約第 316条にもとづく必要事項 

第３２０条 議決 

本部評議員会の議決は、出席本部評議員の過半数とする。可否同数のときは議長の決するところによる。 

第３２１条 議事運営 

本部評議員会の議事運営は「議事規程」に定める。 

 

第５節 本部執行委員会 

第３２２条 地位と構成 

本部執行委員会は、本部の執行機関であり、本部役員をもって構成する。 

第３２３条 開催 

本部執行委員会は、原則毎月 1 回の定期および必要に応じて臨時に開催する。なお、臨時に開催する場

合は次の通りとする。 

（１）本部執行委員長が必要と認めたとき 

（２）本部役員の 3分の 1以上が請求したとき 

第３２４条 招集 

本部執行委員会の招集は、本部執行委員長が行う。なお、前条 2 号の請求があった場合は、本部執行委

員長は請求のあった日から 1週間以内に本部執行委員会を招集しなければならない。 

２．本部執行委員会の開催はやむを得ない事情がある場合にはデジタルツールにておこなうことができ

る。 

第３２５条 成立 

本部執行委員会は、構成員の 2分の 1以上の出席により成立する。 

第３２６条 議長 

本部執行委員会の議長は、本部執行委員長が務める。 

第３２７条 権限 

本部執行委員会の権限は、次の通りとする。 

（１）本部議決機関において議決された事項の執行 

（２）本部議決機関の日程および議案の決定 

（３）団体交渉に関する事項 

（４）各支部、支部直轄分会の労働協約の締結および労働協約本文改訂に関する事項 

（５）支部議決機関の重要な議案の決定 

（６）本部と各支部および支部間の調整 

（７）支部役員定数に関する事項 

（８）本部大会または本部評議員会の附議事項のうち緊急を要する処理 

   ただし、本部大会または本部評議員会の事後承認を得るものとする。 

（９）本部役員、監査委員の人事異動に関する事項 

（１０）本部役員、監査委員、本部評議員、本部大会代議員、選挙管理委員、専従役員の辞任 

（１１）職場委員の任命および辞任 
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（１２）専従者の選出・辞任・解任に関する事項 

（１３）会計責任者、会計担当者の任命 

（１４）委員会などの委員および書記局の任命 

（１５）本部執行委員の欠員補充に対する、大会代議員からの職務代行者の指名 

    ただし、職務代行者の任期は前任者の残りの期間とする。 

（１６）三越伊勢丹グループ共済会、三越伊勢丹健康保険組合など労使による関係組織団体 

    などの理事および代議員などの推薦に関する事項 

（１７）上部団体への派遣に関する事項 

（１８）活動表彰および特別表彰に関する事項 

（１９）組合員の賞罰に関する事項 

（２０）役員・監査委員・評議員・代議員および選挙管理委員の賞罰に関する事項 

（２１）従業員の賞罰に関する事項 

（２２）日常運転資金の借入れに関する事項 

    ただし、本部大会または本部評議員会の事後承認を得るものとする。 

（２３）組合会計における資金の有効活用に関する事項 

（２４）予算の予備費の充当 

（２５）寄付金受納に関する事項 

（２６）公認会計士の委嘱 

（２７）その他本規約、付属諸規程に定められた事項の執行 

（２８）本部評議員会の附議事項に関する持ち回り審議 

   ただし、本部大会または本部評議員会の事後承認を得るものとする。 

（２９）本部執行委員会の附議事項に関する持ち回り審議 

   ただし、本部執行委員会の事後承認を得るものとする。 

第３２８条 議決 

本部執行委員会の議決は、出席本部執行委員の過半数とする。可否同数のときは、議長の決するところ

による。 

第３２９条 議事運営 

本部執行委員会の議事運営は、「議事規程」に定める。 

 

第６節 監査委員会 

第３３０条 目的 

本組合は、組合の業務および会計を監査し組合活動の公正、合理的な運営を促し、組合活動の規律を保

持することを目的に監査委員会を設ける。 

第３３１条 構成と運営 

監査委員会は、監査委員をもって構成し、その運営は「監査規程」「会計規程」に定める。 

 

第７節 選挙管理委員会 

第３３２条 目的 

本組合は、選挙の公正かつ正確な運営を目的として選挙管理委員会を設ける。その運営は「選挙規程」

に定める。 

 

第８節 支部全員投票 

第３３３条 支部全員投票 



 
9 

支部全員投票は、当該支部組合員の直接無記名投票により行う。 

２．支部全員投票による決定は当該支部のすべての議決機関の決定に優先する。 

３．支部全員投票については、「全員投票規程」に定める。 

 

第９節 支部大会 

第３３４条 地位と構成 

支部大会は、支部の最高議決機関であり、支部大会代議員および支部役員、1名以上の本部役員、監査委

員をもって構成する。 

第３３５条 開催 

支部大会は、次の場合に開催する。 

（１）支部執行委員会が必要と認めたとき 

（２）支部評議員会が必要と認めたとき 

（３）支部大会代議員の 3分の 1以上の連署による請求があったとき 

（４）支部組合員の 4分の 1以上の連署による請求があったとき 

第３３６条 招集 

支部大会の招集は、支部執行委員長が行い、原則として 1 週間前までにその日時、場所、議案を通告し

なければならない。ただし、緊急を要する場合には、この期間を短縮することができる。 

２．本規約第 335 条第 2 号、第 3 号、第 4 号の請求があった場合、支部執行委員長は、請求のあった日

から 2週間以内に支部大会を招集しなければならない。 

３．支部大会の開催はやむを得ない事情がある場合にはデジタルツールにておこなうことができる。 

第３３７条 成立 

支部大会は、支部大会代議員の 2分の 1以上の出席により成立する。 

２．分会を設ける支部は、前項の定めにかかわらず、支部大会代議員が 1 人も出席していない分会があ

るときは、支部大会は成立しない。ただし、当該分会の支部大会代議員の 1 人以上が当該支部大会

の開催および議事に同意し、かつ、議長がこれを承認しているときは、この限りではない。 

第３３８条 附議事項 

支部大会の附議事項は、次の通りとする。 

（１）支部の各機関および各機関構成員の信任・不信任 

（２）支部労働協約の締結、改廃および労働条件に関する重要な事項 

（３）支部団体交渉に附すべき重要な交渉、または協議事項 

（４）支部争議行為の開始 

（５）支部争議行為の終結 

（６）本部議決機関より委任された事項 

（７）支部全員投票の議案 

（８）その他本規約第 335条にもとづく必要事項 

第３３９条 議決 

支部大会の議決は、出席支部大会代議員の過半数とする。可否同数のときは、議長の決するところによ

る。ただし、前条 4号、7号については直接無記名投票により出席支部大会代議員の 3分の 2以上の賛成

を得なければならない。 

２．前条 4 号については、支部大会の議決を受けて、本部大会で 3 分の 2 以上の賛成を得たのち、支部

全員投票により当該支部組合員の過半数の支持を得なければならない。 

３．前条 7 号については、支部大会議決を受けて、支部全員投票により当該支部組合員の過半数以上の

支持を得なければならない。 
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第３４０条 議事運営 

支部大会の議事運営は、「議事規程」に定める。 

 

 

第１０節 支部評議員会 

第３４１条 地位と構成 

支部評議員会は、支部大会に次ぐ議決機関であり、支部評議員および支部役員をもって構成される。 

第３４２条 招集と開催 

支部評議員会は、支部執行委員長が招集し原則として月 1 回開催する。ただし、次の場合には別途開催

することができる。 

（１）支部役員が必要と認めたとき 

（２）支部評議員の 3分の 1以上の請求があったとき 

２．支部評議員会の開催はやむを得ない事情がある場合にはデジタルツールにておこなうことができる。 

第３４３条 成立 

支部評議員会は、支部評議員の 2分の 1以上の出席により成立する。 

２．分会を設ける支部は、前項の定めにかかわらず、支部評議員が 1 人も出席していない分会があると

きは、支部評議員会は成立しない。ただし、当該分会の支部評議員の 1 人以上が当該支部評議員の

開催および議事に同意し、かつ議長がこれを承認したときは、この限りではない。 

第３４４条 開催方法 

開催方法については、「支部規程」に定める。 

第３４５条 附議事項 

支部評議員会に附議すべき事項は、次の通りとする。 

（１）支部大会から委任された事項 

（２）支部執行委員会から委嘱された事項 

（３）本部執行委員会から委嘱された事項 

（４）経過報告 

（５）支部労働協約の付属諸規程の締結、改廃および労働条件に関する事項 

（６）支部団体交渉または協議事項 

（７）勤務時間編成に関する協定 

（８）時間外・休日労働に関する協定 

（９）職場区の決定 

（１０）職場区リーダーの選出 

（１１）討議機関（メンバーズＶＯＩＣＥ）で説明する事項の決定 

（１２）本規約第 342条で必要な事項 

第３４６条 議決 

支部評議員会の議決は、出席支部評議員の過半数とする。可否同数のときは、議長の決するところによ

る。 

第３４７条 議事運営 

支部評議員会の議事運営は、「議事規程」に定める。 

 

第１１節 支部執行委員会 

第３４８条 地位と構成 

支部執行委員会は、支部の執行機関であり、支部役員をもって構成する。 
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第３４９条 招集と開催 

支部執行委員会は、支部執行委員長が招集し原則として月 1回開催する。 

ただし、次の場合には、別途開催することがある。 

（１）支部執行委員長が必要と認めたとき 

（２）支部役員の 3分の 1以上の請求があったとき 

２．支部執行委員会の開催はやむを得ない事情がある場合にはデジタルツールにておこなうことができ

る。 

第３５０条 成立 

支部執行委員会は、支部役員の 2分の 1以上の出席により成立する。 

第３５１条 議長 

支部執行委員会の議長は、支部執行委員長が務める。 

第３５２条 権限 

支部執行委員会の権限は、次の通りとする。 

（１）本部執行委員会から委任された事項の執行 

（２）議決機関において決議された支部活動に関する事項の執行 

（３）支部議決機関の日程および議案の決定 

（４）労働協約上の支部労使会議委員の選出 

（５）支部大会または支部評議員会の附議事項で緊急を要する事項の処理 

   ただし、支部大会または支部評議員会の事後承認を得るものとする。 

（６）支部役員の人事異動に関する事項 

（７）支部役員、支部評議員、支部大会代議員、支部直轄分会評議員の辞任 

（８）支部の担当の任命 

（９）支部書記局の任命 

（１０）分会担当の任命 

（１１）支部評議員会に委嘱する事項 

（１２）その他本規約、付属諸規程に定められた事項の執行 

（１３）支部執行委員会の附議事項に関する持ち回り審議 

   ただし、支部執行委員会の事後承認を得るものとする。 

第３５３条 議決 

支部執行委員会の議決は、出席支部役員の過半数とする。可否同数のときは、議長の決するところによ

る。 

第３５４条 議事運営 

支部執行委員会の議事運営は「議事規程」に定める。 

 

第１２節 職場委員会 

第３５５条 地位と構成 

職場委員会は、支部または直轄分会の組織運営を維持・活性化するための討議機関であり、支部では、

支部役員・職場委員および支部評議員をもって、直轄分会では、支部役員・職場委員および直轄分会評

議員をもって構成する。 

第３５６条 招集と開催 

職場委員会は、支部役員または職場区リーダーが招集し、原則として月 1回開催する。 

ただし、次の場合は、別途開催することができる。 

（１）支部執行委員長または分会を担当する支部執行委員が必要と認めたとき 
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（２）支部評議員の 3の 1以上の連署により請求があったとき 

第３５７条 討議事項 

職場委員会は、次のことを行う。 

（１）組合活動についての報告および説明 

（２）支部役員・職場区リーダー・職場委員相互の情報交換 

（３）その他必要な事項 

 

第１３節 職場会議 

第３５８条 地位と構成 

職場会議は、職場の課題解決、議決機関に附すべき事項の討議および決定事項の周知徹底をはかるため

に、職場区ごとに開催する討議機関であり、組合員および支部評議員、支部大会代議員、支部役員をも

って構成する。 

第３５９条 職場会議の種類 

職場会議は次の通りとする。 

（１）メンバーズＶＯＩＣＥ（全体職場会議） 

   支部の組合員全員に関わる事項の討議の場 

（２）限定メンバーズＶＯＩＣＥ（限定職場会議） 

   限定したテーマもしくは組合員に関わる事項の討議の場 

（３）テーマ別ＶＯＩＣＥ（テーマ別職場会議） 

   職場の課題や属性に起因する課題の解決に向けた討議の場 

第３６０条 招集と開催 

職場会議は、支部役員または職場区リーダーが招集し、開催する。ただし、討議内容によっては、支部

もしくは分会全体または複数の職場区合同で開催することができる。また、デジタルツールにより開催

することができる。 

２．次の場合は、別途開催することができる。 

（１）組合員から要請があったとき 

（２）支部評議員、支部大会代議員が必要と判断したとき 

（３）支部執行委員会から要請のあるとき 

（４）本部執行委員会から要請があるとき 

第３６１条 討議事項 

職場会議は、次のことを行う。 

（１）職場の諸課題およびその解決に向けた討議 

（２）組合活動についての報告・説明および意見の集約・交換 

（３）支部執行委員会から要請された事項 

（４）本部執行委員会から要請された事項 

（５）その他必要な事項 

第３６２条 参加 

全体職場会議は、全組合員が出席しなければならない。なおやむを得ず実開催への参加が難しい場合に

ついては、その内容を把握・確認することに努めなければならない。 

２．限定職場会議・テーマ別職場会議は、参加の要請を受けた組合員は、積極的に参加しなくてはなら

ない。 
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 第４章 役員・監査委員および評議員・代議員 

第４０１条 役員・監査委員の種類 

本組合は、次の役員と監査委員を置く。 

（１）本部役員 

 ①本部執行委員長 

 ②本部副執行委員長 

 ③本部書記長 

 ④本部書記次長 

 ⑤本部執行委員 

（２）支部役員 

 ①支部執行委員長 

②支部副執行委員長 

 ③支部書記長 

 ④支部書記次長 

 ⑤支部執行委員 

（３）監査委員 

 ①監査委員 

第４０２条 役員・監査委員の選出および定数 

本部役員・監査委員は本部大会代議員の中から、直接無記名投票により選出する。 

２．支部役員は、支部組合員の中から直接無記名投票により選出する。 

３．選出方法および定数については、「選挙規程」に定める。 

第４０３条 本部役員の職務 

本部役員は、次の職務を遂行する。 

（１）本部執行委員長は、本組合を代表し、組合業務を統括する。 

（２）本部副執行委員長は、本部執行委員長を補佐し、本部執行委員長に事故あるときは、職務を代行

する。 

（３）本部書記長は、本組合事務を管掌する。 

（４）本部書記次長は、本部書記長を補佐し、本部書記長に事故あるときは、職務を代行する。 

（５）本部執行委員は、本組合業務を分担執行する。 

（６）本部役員のうち本部執行委員会から任命された会計責任者が本組合の会計業務を管掌し、同じく

任命された会計担当者が補佐する。 

第４０４条 支部役員の職務 

支部役員は、次の職務を遂行する。 

（１）支部執行委員長は、支部を代表し、支部の組合業務を統括する。 

（２）支部副執行委員長は、支部執行委員長を補佐し、支部執行委員長に事故あるときは、職務を代行

する。 

（３）支部書記長は、支部の組合事務および本部より委任された会計管理業務を管掌し、支部書記局を

統括する。 

（４）支部書記次長は、支部書記長を補佐し、支部書記長に事故あるときは、職務を代行する。 

（５）支部執行委員は、支部の組合業務を分担執行する。 

第４０５条 監査委員の職務 

監査委員は、本組合の会計および業務について監査する。会計監査は、意見を具して定期本部大会にお

いて、監査結果の報告をする。また、業務監査は、必要に応じて各機関に報告するとともに執行機関に
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対し勧告することができる。 

第４０６条 評議員・代議員の種類 

本組合は、次の評議員・代議員を置く。 

（１）本部評議員・代議員 

 ①本部評議員 

 ②本部大会代議員 

（２）支部評議員・代議員 

 ①支部評議員 

 ②支部大会代議員 

ただし、直轄分会ごとに直轄分会評議員を置くことができる。 

また、職場区活動の活発な運営のため、支部評議員および直轄分会評議員の中から必要に応じて職場区

リーダーを選出する。 

第４０７条 評議員・代議員の選出および定数 

本部大会代議員は、支部組合員の中から支部組合員の直接無記名投票により選出する。 

２．本部評議員は、本規約第 307条に基づき、本部大会構成員の互選により選出する。 

３．支部評議員は支部大会代議員を兼務することとし、職場区の組合員の中から、職場区の組合員の直

接無記名投票により選出する。 

４．職場区リーダーは、支部は支部評議員の中から本部執行委員会において、直轄分会は直轄分会評議

員の中から本部執行委員会において決定する。 

５．選出方法および定数については、「選挙規程」に定める。 

第４０８条 評議員・代議員の職務 

評議員・代議員は、次の職務を遂行する。 

（１）本部評議員は、本部評議員会に出席し、組合員の意思を代表して議決する。 

   また、本部評議員会の議決および伝達事項を各支部、各直轄分会の機関会議にて報告する。 

（２）本部大会代議員は、本部大会に出席し、組合員の意思を代表して議決する。 

（３）支部評議員は、支部評議員会に出席し、組合員の意思を代表して議決する。 

   また、必要に応じて、職場活動を推進するとともに職場委員会に出席し討議する。 

（４）職場区リーダーまたは支部評議員は、本規約第 361 条に定められた討議事項にもとづき職場会議

の運営・討議に責任を持つ。 

（５）職場区リーダー以外の支部評議員は、職場区リーダーを補佐し、職場単位での組合活動を推進す

る。 

（６）支部大会代議員は、支部大会に出席し、組合員の意思を代表して議決する。 

（７）直轄分会評議員の職務は、支部評議員の職務に準ずる。 

第４０９条 兼任の禁止 

本部役員・監査委員となった者は、本部評議員、支部大会代議員、支部評議員を兼ねることはできない。 

２．本部役員は監査委員を兼ねることはできない。 

３．監査委員は、本支部役員、本部大会代議員、本部評議員、支部大会代議員、支部評議員を兼ねるこ

とができない。 

４．支部役員は、支部大会代議員、支部評議員を兼ねることはできない。 

５．支部評議員・支部大会代議員は、職場委員を兼ねることはできない。 

第４１０条 役員、監査委員および評議員、代議員の委任の禁止 

役員、監査委員および評議員、代議員は、他にその職務を委任することはできない。 

第４１１条 任期 



 
15 

役員・監査委員および評議員・代議員の任期は、2ヶ年とする。 

２．本部役員、監査委員は定期本部大会にて選挙を行い、選挙結果告示から翌々年の定期本部大会選挙

結果告示までとする。 

３．支部役員は定期本部大会開催日から翌々年の定期本部大会開催日前日までとする。 

４．職場委員は選出された本部執行委員会から翌々年の定期本部大会開催日前日までとする。 

第４１２条 欠員および資格の喪失 

本部役員、監査委員は、次の場合その資格を失う。 

（１）組合員の資格を失ったとき 

（２)非組合員となったとき 

（３）辞任の申し出が大会で承認されたとき 

（４）大会で解任の決議を行ったとき 

第４１３条 情報管理 

役員、監査委員、評議員、代議員、専従スタッフは、職務より得られる会社、組合および組合員個人の

情報を適正に取り扱わなければならない。個人情報保護に関する取り扱いは、「情報管理規程」に定める。 

 

第５章 専従者 

第５０１条 定義 

専従者とは、組合員のうち一定期間組合業務のみに従事する者をいう。 

本組合は、組合業務を遂行するため、本部・支部に専従者を専従執行委員および専従スタッフとして、

若干名置くことができる。 

第５０２条 任免および任期 

専従者は、本部執行委員会の承認を得て、本部執行委員長が任免する。 

専従者の任期は、1ヶ年とする。ただし、再任は妨げないものとする。 

第５０３条 給与 

専従者の給与については、「専従者規程」に定める。 

 

第６章 上部団体への派遣 

第６０１条 派遣 

本組合は、上部団体へ専従者を派遣することができる。 

第６０２条 派遣者の取り扱い 

派遣者の取り扱いについては、本規約第 502条、第 503条に準ずるものとする。 

 

第７章 選挙 

第７０１条 選挙権 

組合員は、選挙権を有する。 

ただし、選挙告示後の加入者は、当該選挙の選挙権を有しない。 

第７０２条 被選挙権 

組合員は、被選挙権を有する。 

ただし、選挙告示後の加入者は、当該選挙の被選挙権は有しない。 

第７０３条 選挙の効力 

選挙は、投票総数が有権者数の過半数に満たない場合は無効とする。 

第７０４条 選挙施行 

選挙の施行に際しては、選挙の公正かつ正確な運営を目的として選挙管理委員会を設ける。その運営は
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「選挙規程」による。 

 

第８章 賞罰 

第８０１条 表彰 

本組合の活動に著しい貢献のあった者に対しては、表彰する。 

第８０２条 表彰の種類 

表彰の種類は、次の通りとする。 

（１）特別表彰 

   本組合の発展に対し著しい貢献および功労のあった者および団体 

（２）活動表彰 

   日常の活動において積極的に参加し本組合に貢献した者および団体 

第８０３条 組合員の処罰 

組合員が、次の行為をした場合は、処罰を受ける。 

（１）基本理念、本規約および機関決定に違反したとき 

（２）本組合の名誉を汚し、組合の品位を傷つけたとき 

（３）本組合の統制、秩序を乱したとき 

（４）正当な役員・監査委員・評議員・代議員の活動を不当に妨害したとき 

（５）組合の財産に重大な損害を与えたとき 

第８０４条 役員・監査委員・評議員・代議員および選挙管理委員の処罰 

 役員・監査委員・評議員・代議員および選挙管理委員が、次の行為をした場合は、処罰を受ける。 

（１）ハラスメント行為等により、他の組合員に不利益を与えたとき、または他の組合員の就業環境を

害したとき 

（２）機密情報を漏洩し、組合活動または組合に損害を与えたとき 

（３）組合の財産を着服、横領したとき、または組合の財産に重大な損害を与えたとき 

（４）その他、職務上の権限を不当に行使し、組合の統制秩序を乱したまたは、組合の名誉を汚し、組

合の品位を傷つけたとき 

第８０５条 処罰の種類 

処罰の種類は、次の通りとする。 

（１）譴責 

   始末書を提出させ将来を戒めるもの 

（２）陳謝 

   本部執行委員会で陳謝し、誓約させるもの 

（３）権利停止 

   本規約第 209条に定める権利の全部、もしくは一部の期間を定め停止するもの 

（４）除名 

   本組合より除名するもの 

２．前項にもとづき組合員を処罰する場合、また賞罰委員会が必要と認める場合は、処罰およびその理

由となった事案などを公示することができる。 

第８０６条 厳重注意 

処罰を行う程度に至らないものは、厳重注意する。 

第８０７条 賞罰委員会 

本規約第 801 条・第 802 条・第 803 条・第 804 条に該当する事項が生じた場合は、賞罰委員会での判定

を経て本部執行委員会にて議決する。 
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第８０８条 賞罰規程 

賞罰についての細部は、「賞罰規程」に定める。 

 

第９章 資格の喪失、辞任および解任 

第９０１条 資格の喪失 

役員・監査委員・評議員・代議員・選挙管理委員が組合員の資格を失った場合は、資格を喪失する。 

２．支部評議員、支部大会代議員、直轄分会評議員が人事異動などにより、職場区を離れた場合は、資

格を喪失する。 

第９０２条 辞任 

役員・監査委員・評議員・代議員・選挙管理委員が任期中にやむを得ない理由により辞任する場合は、

次の機関の議決を経なければならない。 

（１）本部役員、本部評議員、本部大会代議員、監査委員、選挙管理委員、専従役員…本部執行委員会 

（２）支部役員、支部評議員、支部大会代議員、支部直轄分会評議員…支部執行委員会 

２．前項にかかわらず、関連グループ支部Ⅰ、Ⅱの直轄分会評議員については、直轄分会評議員会での

議決とする。 

第９０３条 執行委員会の総辞職 

本部執行委員会が本部大会において、支部執行委員会が支部大会において、総辞職を宣言した場合は、

ただちに総辞職する。 

２．前項の総辞職を宣言する場合は、当該執行委員会の 4分の 3以上の支持を得なればならない。 

第９０４条 機関の不信任による解任 

本部執行委員会は本部大会において、支部執行委員会は支部大会において、不信任案が可決された場合

は、ただちに解任される。 

２．前項の執行機関の不信任案は、本部は組合員の 3 分の 1 以上の連署をもって本部大会に、支部は支

部組合員の 3分の 1以上の連署をもって支部大会に請求することができる。 

第９０５条 機関構成員の不信任による解任 

本部役員、監査委員が本部大会において、支部役員が支部大会において、不信任案が可決された場合は、

ただちに解任される。 

２．前項の本部役員、監査委員の不信任案は、組合員の 3 分の 1 以上の連署をもって本部大会に、支部

役員の不信任案は、支部組合員の 3分の 1以上の連署をもって支部大会に請求することができる。 

第９０６条 処罰による解任 

役員・監査委員・評議員・代議員および選挙管理委員が本規約第 805条 2号、3号、4号の処罰を受けた

ときは、ただちに解任される。 

第９０７条 資格の喪失、辞任および解任後の任期と業務の引き継ぎ 

本規約第 901 条、第 902 条および第 903 条に該当する者の任期は後任者が決定するまでとし、業務の引

継ぎが終了するまで業務上の責任があるものとする。 

２．本規約第 904 条、第 905 条および第 906 条に該当する者の任期は、解任決定時までとし、すみやか

に業務の引継ぎをする。 

第９０８条 欠員補充 

役員・監査委員・評議員・代議員・選挙管理委員の資格の喪失、辞任および解任により欠員が生じた場

合は、原則として欠員補充を行う。なお、その方法は「選挙規程」に定める。 

 

第１０章 災害補償 

第１００１条 災害補償金 
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組合員が組合業務に従事するに際し、疾病または災害を被った場合は、災害補償金を支給する。 

第１００２条 災害補償規程 

災害補償に関する細部は、「災害補償規程」に定める。 

 

第１１章 会計 

第１節 通則 

第１１０１条 会計区分 

本組合の会計は、一般会計とし、必要に応じて特別会計を設けることができる。 

第１１０２条 収入 

組合費、臨時組合費、寄付金、借入金およびその他の収入をもって収入とする。 

２．本組合への既納金は、一切返還しない。 

第１１０３条 組合費 

組合員の毎月の組合費は、各人の月例賃金の 1.2％とし給与より徴収する。賞与支給対象者の賞与支給時

の組合費は賞与支給総額の 1.2％を賞与より徴収する。ただし、賞与 1回の徴収の上限を 7,000円とする。 

２．月例賃金が歩合的要素を多く含むなど、前項の徴収方法にそぐわない場合については、別途徴収基

準を定める。 

３．組合費徴収の細部については、「会計規程」に定める。 

第１１０４条 臨時組合費 

本部大会の議決により、臨時組合費を徴収することができる。 

第１１０５条 寄付金 

寄付金の受け取りは、本部執行委員会の承認を必要とし、その主要な寄付者を本部大会で公表しなけれ

ばならない。 

第１１０６条 借入金 

特に資金が必要な場合は、次の機関の議決により借入金で充当できる。 

（１）日常の運転資金を除く借入…本部評議員会 

（２）日常の運転資金の借入…本部執行委員会 

第１１０７条 会計および財産管理 

本組合の会計および財産は、本部執行委員会の責任のもと、会計責任者が、「会計規程」にもとづき統括

し管理する。 

第１１０８条 会計年度 

本組合の会計年度は、毎年 7月 1日より翌年 6月 30日までとする。 

第１１０９条 予算編成 

予算の編成は、会計責任者が、運動方針にもとづき行い、定期本部大会の議決を経なければならない。 

第１１１０条 予算修正 

会計年度中の予算修正は、原則できないものとする。ただし、正当な理由によって予算修正の必要が生

じた場合は予算を見直すことができる。その手続きは「会計規程」に定める。 

第１１１１条 決算処理 

決算処理は、会計責任者が行い、会計年度ごとに決算書を作成し、監査委員会による証明書と公認会計

士による証明書とともに定期本部大会で承認を得なければならない。 

第１１１２条 閲覧 

会計帳簿は、組合員の閲覧要求があるときは、これに応じなければならない。 
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第２節 一般会計 

第１１１３条 定義 

一般会計は、組合費などの収入、支出処理など日常における会計処理を行うための会計をいう。 

第１１１４条 特別会計への繰入れ 

特別会計への資金の繰入れは、原則として一般会計より繰入れる。 

第１１１５条 共済会への拠出 

本組合は、毎年組合費の一部を共済会費として三越伊勢丹グループ共済会の会則にもとづき拠出する。 

第１１１６条 上部団体への拠出 

本組合は、毎年組合費の一部を上部団体費として加盟する上部団体の規約にもとづき拠出する。 

第１１１７条 資金運用 

一般会計は、組合会計の健全と効率をはかるために、資金運用することができる。その細部については、

「会計規程」に定める。 

  

第３節 特別会計 

第１１１８条 定義 

特別会計は、日常活動を除く特定の目的または事業のために、原則として一般会計からの繰入れをもっ

て積立て運用していくための会計をいう。 

第１１１９条 特別会計の設置および廃止 

特定の目的または事業のために必要に応じて特別会計を設置することができる。 

２．特別会計の設置および廃止は、本部大会の議決を経なければならない。 

第１１２０条 他の会計への繰入れ 

本部大会の承認により、特別会計から一般会計、他の特別会計へ資金の繰入れができる。 

第１１２１条 資金運用 

特別会計は、組合会計の健全と効率をはかるために、資金運用することができる。その細部については、

「会計規程」に定める。 

第１１２２条 闘争特別会計 

闘争特別会計の事業目的は、次の通りとする。 

（１）闘争時の資金 

（２）闘争時の組合活動犠牲者の救済資金 

（３）その他本部大会で必要と認めた事業 

２．前項 1号の支出については、闘争大会の議決を経なければならない。 

３．第 1項 2号、3号の取り扱いは「闘争特別会計規程」に定める。 

第１１２３条 愛の募金特別会計 

愛の募金特別会計は、愛の募金活動による募金の管理、社会貢献活動への支出までの資金の管理するこ

とを目的とする。なお、愛の募金特別会計は、本規約第 1120条を適用することはできない。 

 

第４節 諸規程 

第１１２４条 会計関連の諸規程 

会計についての細部は「会計規程」、「賃金補償・手当および交通費・旅費規程」に定める。 

 

第５節 監査 

第１１２５条 監査 

本組合は、会計について監査委員会に報告し、監査を受ける 



 
20 

２．監査の方法および監査手続きは、「監査規程」に定める。 

 

第１２章 闘争 

第１節 闘争委員会 

第１２０１条 目的および設置 

本組合は、会社との団体交渉が決裂したとき、または重要事項の交渉が緊迫した段階に達したとき本規

約第 319条 5号の決議にもとづき闘争委員会を設けることができる。 

第１２０２条 構成 

闘争委員会は、次の通り構成する。 

（１）闘争委員長 

（２）闘争副委員長 

（３）闘争書記長 

（４）闘争書記次長 

（５）闘争委員 

第１２０３条 構成員の選任 

闘争委員会構成員の選任は、次の通りとする。 

（１）闘争委員長は、本部執行委員長があたる。 

（２）闘争副委員長は、本部副執行委員長があたる。 

（３）闘争書記長は、本部書記長があたる。 

（４）闘争書記次長は、本部書記次長があたる。 

（５）闘争委員は、本部執行委員および支部役員の中より闘争委員長が指名する。 

（６）闘争委員会構成員の中から 1名闘争会計責任者を闘争委員長が指名する。 

第１２０４条 構成員の職務 

闘争委員会構成員の職務は、次の通りとする。 

（１）闘争委員長は、闘争委員会を代表し、闘争業務の指揮を執る。 

（２）闘争副委員長は、闘争委員長を補佐し、闘争委員長に事故あるときは、その任務を代行する。 

（３）闘争書記長は、闘争業務を統括する。なお、闘争正・副委員長に事故あるときは、その任務を代

行する。 

（４）闘争書記次長は、闘争書記長を補佐し、闘争書記長に事故あるときは、その任務を代行する。 

（５）闘争委員は、闘争業務の執行にあたる。 

（６）闘争会計責任者は、闘争委員会の会計業務を管理する。 

第１２０５条 執行体制 

闘争委員会には、書記局、財務局、組織部を置き、主な業務は次の通りとする。 

（１）書記局 

   闘争記録の作成、各部門の連絡、その他の業務遂行 

（２）財務局 

   闘争会計の執行 

（３）組織部 

   組合の組織統制、闘争体制の実行また闘争委員会が必要と認めた場合は、新たに局、部を設置で

きる。 

第１２０６条 任務 

闘争委員会の任務は、次の通りとする。 

（１）闘争の方針および体制の決定 
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（２）闘争行為開始後の具体的業務 

（３）その他必要事項 

第１２０７条 開催と運営 

闘争委員会は、必要に応じて随時開催でき、議長は闘争委員長があたる。 

第１２０８条 招集 

闘争委員会は、闘争委員長が招集する。 

第１２０９条 成立 

闘争委員会は、構成員の 3分の 2以上の出席により成立する。 

第１２１０条 議決 

闘争委員会の議決は、出席構成員の 4分の 3以上とする。 

第１２１１条 権限 

闘争委員会の権限は、次の通りとする。 

（１）争議に関する議案を提出する必要があるときは、本部大会・本部評議員会を招集することができ

る。 

（２）全員投票の結果、本部大会の決議にもとづき争議行為の開始と終結、争議手段を決定し、実施す

る。 

（３）会社と争議に関する一切の交渉を行う。 

第１２１２条 闘争会計 

闘争委員会は、闘争会計を設けて処理し、争議打切り後 1 ヶ月以内に監査委員の監査を受け、本部大会

の承認を得なければならない。 

なお、会計処理細部については、「会計規程」を準用する。 

第１２１３条 統制 

闘争委員会は、賞罰委員会に統制違反などの処分につき審査請求することができる。 

 

第２節 闘争大会 

第１２１４条 名称 

闘争委員長の招集する本部大会を闘争大会という。 

第１２１５条 任務 

闘争大会は、目的達成のために開催する。 

 

第３節 争議行為 

第１２１６条 開始 

争議行為の開始は、闘争大会の議決を経て全組合員の直接無記名投票により、全組合員の過半数以上の

同意を得なければならない。 

２．支部単位で争議行為が必要な場合、支部大会で 3 分の 2 以上の議決後、本部大会に上程し、その 3

分の 2 以上の議決を経たのち、支部全員投票で支部組合員の過半数以上の同意を得なければならな

い。 

３．直轄分会単位で争議行為が必要な場合、直轄分会の最高議決機関で 3 分の 2 以上の議決後、本部大

会に上程し、その 3 分の 2 以上の議決を経たのち、直轄分会総会で過半数以上の同意を得なければ

ならない。ただし、本部大会上程前に直轄分会総会を経ていれば、本部大会の議決をもって決定す

る。 

第１２１７条 指示 

争議行為中は、闘争委員長の指示により行動する。 
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第１２１８条 終結 

争議行為の終結は、闘争大会の決議による。 

２．本規約第 1216条 2項の終結は支部大会の決議を経て本部大会に上程する。 

３．本規約第 1216条 3項の終結は直轄分会総会の決議を経て本部大会に上程する。 

 

第１３章 解散 

第１３０１条 解散の決定 

本組合の解散は、本規約第 312条 13号により本部大会の議決を経たのち、全員投票により、全組合員の

4分の 3以上の同意を得なければならない。 

第１３０２条 残余資産の処分 

解散のときの残余資産の処分は、以下の根拠により解散を決議した本部大会で決定する。 

（１）解散時に在籍する組合員への分配 

（２）本組合の目的に類似する団体への寄付 

 

第１４章 苦情処理 

第１４０１条 苦情処理の申し立て 

組合員が次の各号に該当する苦情を申し立てしようとする場合は、役員に申し出ることができる。 

（１）労働条件に関し不利益な取り扱いを受けたとき 

（２）労働協約、就業規則または付属諸規程の解釈運用に疑義あるとき 

（３）その他各号に準じるとき 

第１４０２条 苦情の処理 

組合員より苦情の申し立てがあったとき、執行委員会は事実関係を調査し、申し立てが正当なものと認

めたときは労働協約に定めた苦情処理委員会を開催し、すみやかに苦情の処理にあたる。ただし、執行

委員会が苦情処理委員会以外の解決が適当と認めたときは、申し立てを行った組合員の了解を得て、他

の方法で解決にあたる。 

 

第１５章 補則 

第１５０１条 最高の規則 

本規約は、本組合の最高の規則であり、この規則に反する一切の行為は無効である。 

第１５０２条 規約の制定および改廃 

本規約の制定および改廃は、本部大会の議決による。 

第１５０３条 規約の疑義 

本規約に疑義を生じた場合は、本部執行委員会において判定し、本部評議員会または本部大会において

確認する。 

第１５０４条 付属諸規程 

本規約を運営するために、付属諸規程を設けることができる。 

第１５０５条 付属諸規程の制定および改廃 

付属諸規程の制定および改廃は、本部評議員会の議決による。 
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第１６章 附則 

第１６０１条 効力の発効 

本規約は、２０１０年６月１８日より実施する。 

２０１２年２月 ９日改訂 

２０１３年６月１４日改訂 

２０１４年４月１０日改訂 

２０１４年６月１８日改訂 

２０１５年７月 ２日改訂

２０１６年５月１７日改訂 

２０１６年７月２８日改訂 

２０１７年５月１６日改訂 

２０１７年１０月５日改訂 

２０１８年５月２２日改訂 

２０１８年１０月４日改訂 

２０１９年１０月３日改訂 

２０２０年１０月８日改訂 

２０２１年１０月７日改訂 

２０２２年４月１６日改訂 

２０２２年８月１９日改訂 

２０２２年１０月６日改訂 

２０２３年４月１９日改訂 

２０２３年１０月６日改訂 

２０２４年４月１日改訂 

２０２４年８月２４日改訂 

２０２４年１０月３日改訂 
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組合の構成に関する規程 

 

第１０１条 根拠 

本規程は、本規約第 201条、第 301条にもとづき定める。 

第１０２条 構成 

本組合の構成は、別表に定める企業、団体に働く従業員および本組合雇用の職員で構成する。 

第１０３条 組織構成 

本組合の組織構成は、別表に定める支部・直轄分会および職場区とする。なお、支部ごとに必要に応じ

て分会を設けることができる。 

 

附則 

第１０４条 改廃 

本規程の改廃は、本部評議員会の議決による。 

ただし、本規程第 103条別表における分会・職場区の改廃は、当該支部の支部評議員会の議決とする。 

第１０５条 効力 

本規程は、２０１０年６月１８日より実施する。 

２０１２年４月 １日改訂 

２０１２年６月 １日改訂 

２０１４年４月１０日改訂 

２０１５年５月１５日改訂 

２０１６年５月１７日改訂 

２０１７年５月１６日改訂 

２０１７年１０月５日改訂 

２０１８年５月２２日改訂 

２０１８年１０月４日改訂 

２０１９年５月１６日改訂 

２０１９年１０月３日改訂 

２０２０年４月１６日改訂 

２０２０年１０月８日改訂 

２０２１年６月 ８日改訂 

２０２１年１０月７日改訂 

２０２２年４月１６日改訂 

２０２２年８月１９日改訂 

２０２２年１０月６日改訂 

２０２３年４月１９日改訂 

２０２３年１０月６日改訂 

２０２４年４月１日改訂 

２０２４年８月２４日改訂 

２０２４年１０月３日改訂 
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＜第１０２条 別表＞ 

構成企業および支部・直轄分会 

株式会社 三越伊勢丹 三越伊勢丹支部 

株式会社 札幌丸井三越 北海道統括支部 札幌丸井三越支部 

株式会社 函館丸井今井 北海道統括支部 函館丸井今井直轄分会 

株式会社 北海道百科 北海道統括支部 北海道百科直轄分会 

株式会社 仙台三越 仙台三越支部 

株式会社 新潟三越伊勢丹 新潟三越伊勢丹支部 

株式会社 静岡伊勢丹 静岡伊勢丹支部 

株式会社 名古屋三越 名古屋三越支部 

株式会社 広島三越 広島三越支部 

株式会社 高松三越 高松三越支部 

株式会社 松山三越 松山三越支部 

株式会社 岩田屋三越 岩田屋三越支部 

株式会社 エムアイフードスタイル エムアイフードスタイル支部 

株式会社 エムアイカード エムアイカード支部 

株式会社 エムアイ友の会 エムアイカード支部 エムアイ友の会直轄分会 

株式会社 三越伊勢丹ビジネス･サポート（ＩＭＢＳ） 三越伊勢丹ビジネス･サポート支部 

株式会社 三越伊勢丹プロパティ・デザイン（ＩＭＰＤ） 三越伊勢丹プロパティ・デザイン支部 

株式会社 三越伊勢丹システム・ソリューションズ(IMS)               三越伊勢丹システム・ソリューションズ支部 

株式会社 三越伊勢丹ヒューマン･ソリューションズ（IMH）         三越伊勢丹ヒューマン･ソリューションズ支部 

株式会社 三越伊勢丹ニッコウトラベル 三越伊勢丹ニッコウトラベル支部 

株式会社 レオテックス 関連グループ支部Ⅰ レオテックス直轄分会 

株式会社 センチュリートレーディングカンパニー 関連グループ支部Ⅰ センチュリートレーディングカンパニー直轄分会 

三越伊勢丹健康保険組合 関連グループ支部Ⅰ 三越伊勢丹健康保険組合直轄分会 

株式会社 ＩＭ ＤigitalＬab 関連グループ支部Ⅰ  ＩＭ ＤigitalＬab直轄分会 

株式会社 スタジオアルタ 関連グループ支部Ⅱ スタジオアルタ直轄分会 

株式会社 三越伊勢丹ソレイユ 関連グループ支部Ⅱ 三越伊勢丹ソレイユ直轄分会 

株式会社 三越伊勢丹ギフト・ソリューションズ 関連グループ支部Ⅱ 三越伊勢丹ギフト・ソリューションズ直轄分会 

株式会社 伊勢丹会館 伊勢丹会館直轄分会 

株式会社 三越伊勢丹トランジット 三越伊勢丹トランジット直轄分会 

三越伊勢丹グループ労働組合 三越伊勢丹グループ労働組合分会 
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＜第１０３条別表＞ 

支部 分会・職場区 

 

三
越
伊
勢
丹
支
部 

本社・周辺分会 第 1 職場区   HDS 出向 取締役会室（取締役会運営部、指名委員会運営部、報酬委員会運営部、監査委員運営部）   

H HDS 出向 内部監査室（内部統制部、業務監査部） 

HDS 出向 リスクマネジメント室  

HDS 出向 経営戦略統括部（経営企画部、事業開発部、カード事業企画部、海外事業部、プロジェクト推進部） 

HDS 出向 情報システム統括部（システム企画部、システム開発推進部、データ戦略部） 

HDS 出向 人事統括部（人事企画部、人事キャリア部、人財・組織力開発部、労務オペレーション部） 

HDS 出向 財務経理統括部（財務部、経理部、営業経理部、収支構造改革・予算部） 

HDS 出向 総務統括部（総務企画部、サステナビリティ推進部、広報 IR 部、法務コンプライアンス部） 

HDS 出向 CRE 事業統括部（アセットマネジメント部、CRE 開発 1 部、CRE 開発 2 部、リーシングマネジメント部、物

流部、事業企画部） 

営業本部 

監査役付 

顧客戦略統括部（顧客政策部、CRM 推進部） 

営業戦略統括部（営業企画部、関連事業推進部） 

店舗戦略統括部（店舗政策部、店舗運営部、営業管理部） 

第 第１MD グループ（グループ MD 部、定期宅配営業部、ギフトデザイン営業部、美術営業部、プロモーション商品部、

リーシング部） 

第 第２MD グループ（グループ MD 部、化粧品 MD 部※ミーコ、ミラー含む、呉服営業部）  

オンラインストアグループ（オンラインストアグループ付、EC 運営部、デジタルベース運営部、デジタル事業運営部） 

海外・国内出向者 

※立川店テレコメディア出向、立川店 IMH（化粧品）出向、立川店 IMGS（ギフト）出向、銀座 IMH（POS）出向、IMBS

（立川）出向、IMBS（浦和）出向者除く 

外商統括分会 第 1 職場区 外商統括部（企画部） 

外商統括部個人外商グループ（営業計画部、管理部、伊勢丹外商部、三越外商部、スペシャリティストア営業部、グロ

ーバル CS 担当） 

外商統括部法人外商グループ（営業計画部、管理部、法人第１営業部、法人第２営業部、法人第３営業部） 

新宿分会 第 1 職場区 伊勢丹新宿本店 総務部 

伊勢丹新宿本店 営業計画部 

伊勢丹新宿本店 営業運営部 

伊勢丹新宿本店 食品レストラン営業部 

伊勢丹新宿本店 化粧品営業部 

伊勢丹新宿本店 婦人・宝飾時計・雑貨・子供営業部 

伊勢丹新宿本店 紳士営業部 

伊勢丹新宿本店 ライフデザイン営業部 

第１MD グループ 新宿食品レストラン商品部、ギフトデザイン営業部（新宿ギフト・ブライダル商品券） 

新宿ライフデザイン商品部、美術営業部（新宿）） 

第２MD グループ 化粧品 MD 部（新宿）、新宿宝飾時計・雑貨商品部、新宿婦人・子供商品部、新宿紳士商品部、呉服

営業部（新宿） 

日本橋分会 第 1 職場区 三越日本橋本店 総務部 

三越日本橋本店 営業統括部営業計画・運営部 

三越日本橋本店 営業統括部第１営業部 

三越日本橋本店 営業統括部第２営業部 

三越日本橋本店 営業統括部第３営業部 

三越日本橋本店 営業統括部サテライト営業部 

第１MD グループ ギフトデザイン営業部（日本橋ギフト・ブライダル・商品券）、美術営業部（日本橋） 

第２MD グループ 呉服営業部（日本橋店担当） 

銀座分会 第 1 職場区 三越銀座店（営業計画部、総務部、販売サービス部） 

三越銀座店 第１営業部 

三越銀座店 第２営業部 

出向（IMH（POS）） 

立川分会 第 1 職場区 伊勢丹立川店 （総務部・外商担当） 

伊勢丹立川店 営業部（計画担当含む） 

出向（テレコメディア、IMH（化粧品）、IMGS（ギフト）、IMBS） 

浦和分会 第 1 職場区 伊勢丹浦和店 （総務業務部・外商担当） 

伊勢丹浦和店 営業部（計画担当含む） 

出向（IMBS） 
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支部 分会・職場区 

 

北
海
道
統
括
支
部 

札幌丸井三越支部 第 1 職場区 営業本部 販売統括部 、営業本部外商部 

札幌丸井三越支部 第 2 職場区 総務・経営企画部、営業本部営業政策担当、営業本部 商品統括部、三越伊勢丹ＨＤＳ出向者、

三越伊勢丹出向者、北海道百科出向者、ＩＭＰＤ出向者、ＩＭＢＳ出向者、三越伊勢丹アイムフ

ァシリティーズ出向者、函館丸井今井出向者 

函館丸井今井直轄分会第 1 職場区 全事業所 

北海道百科直轄分会第 1 職場区 全事業所 

仙
台
三
越
支
部 

第 1 職場区 営業統括部 販売部 

第 2 職場区 営業統括部 外商部 

第 3 職場区 営業統括部 商品部 

営業統括部 営業計画 

第 4 職場区 総務・経営企画部 

新
潟
三

越
伊
勢

丹 第 1 職場区 営業統括部 販売部 

第 2 職場区 営業統括部 外商部 

第 3 職場区 営業統括部 CRM・営業計画担当、 営業統括部 営業運営担当、 営業統括部 商品担当、  

総務・経営企画部、 労働組合専従、 出向者 

静
岡
伊
勢
丹
支
部 

第 1 職場区  営業統括部 販売担当  

第 2 職場区  営業統括部 営業戦略担当  

営業統括部 商品担当  

総務・経営企画部 総務担当   

総務・経営企画部 出向者  

総務・経営企画部 経営企画担当  

第 3 職場区  営業統括部 外商担当  

名
古
屋
三

越
支
部 

第 1 職場区 総務・経営企画部、 

営業戦略部、営業統括部、外商統括部、国内出向者 

広
島
三
越
支
部 

第 1 職場区 営業統括部 営業計画 

営業統括部 商品担当 婦人、紳士、リビング、食品、催事、宝飾美術 

営業統括部 販売部 オペレーション、食品、ファッションライフスタイル、 

第 2 職場区 営業統括部 外商部 ストアアテンド、外商営業、外商企画・管理 

第 3 職場区 総務・経営企画部 経営企画・経理、総務人事・コンプライアンス、総務経営企画部付、国内出向

者 

高
松
三
越
支
部 

第 1 職場区 営業統括部 営業運営、 

営業統括部 食品・レストランサービス、 

営業統括部 美術、 

営業統括部 特選・宝飾品・時計 

営業統括部 東部サテライト、 

営業統括部 西部サテライト、 

営業統括部 CRM 推進 

第 2 職場区 営業統括部 外商部 

第 3 職場区 総務・経営企画部、労働組合専従、出向者 

松
山
三

越
支
部 

第１職場区  全事業所  

岩
田
屋
三
越

支
部 

第１職場区 総務・経営企画部、営業本部、営業部、出向者(ただし㈱ＩＭＨ出向者のうちサロン店舗勤務者除く) 

第２職場区 販売統括部、サロン店舗で㈱ＩＭＨ出向の者 

第３職場区 外商部 
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支部 分会・職場区 

エムアイフードスタイル支部 第 1 職場区 全事業所 

エムアイカード支部 第 1 職場区 全事業所 

三越伊勢丹ビジネス・サポート支部 第 1 職場区 全事業所 

伊勢丹プロパティ・デザイン支部 第 1 職場区 全事業所 

三越伊勢丹システム・ソリューションズ支部 第 1 職場区 全事業所 

三越伊勢丹ヒューマン･ソリューションズ支部 第 1 職場区 全事業所 

三越伊勢丹ニッコウトラベル支部 第 1 職場区 全事業所 

 

支部 分会・職場区 

関連グループ支部Ⅰ 

レオテックス直轄分会 第 1 職場区 全事業所 

センチュリートレーディングカンパニー直轄分会 第 1 職場区 全事業所 

三越伊勢丹健康保険組合直轄分会 第 1 職場区 全事業所 

ＩＭＤigitalＬab 直轄分会 第１職場区 全事業所 

関連グループ支部Ⅱ 

スタジオアルタ直轄分会 第 1 職場区 全事業所 

三越伊勢丹ソレイユ直轄分会 第 1 職場区 全事業所 

三越伊勢丹ギフト・ソリューションズ直轄分会 第 1 職場区 全事業所 

本部書記長管轄 
三越伊勢丹トランジット直轄分会 第 1 職場区 全事業所 

伊勢丹会館直轄分会 第 1 職場区 全事業所 
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組合員の範囲に関する規程 

 

第１０１条 根拠 

本規程は、本規約第 202条および第 203条にもとづき定める。 

第１０２条 範囲 

組合員の範囲は、「組合の構成に関する規程」第 102条に定める企業、団体で働く従業員および本組合雇

用の職員とする。ただし、別表に定めるものは非組合員とする。 

 

附則 

第１０３条 改廃 

本規程の改廃は、本部評議員会の議決による。ただし、本規程第 102 条別表の改訂のうち組織・職制上

の変更にともなう呼称変更については、当該の支部執行委員会の議決による。 

第１０４条 効力 

本規程は、２０１０年６月１８日より実施する。 

２０１５年５月１５日改訂 

２０１６年５月１７日改訂 

２０１７年５月１６日改訂 

２０１７年１０月５日改訂 

２０１８年５月２２日改訂 

２０１８年７月１７日改訂 

２０１９年５月１６日改訂 

２０１９年１０月３日改訂 

２０２０年４月１６日改訂 

２０２０年１０月８日改訂 

２０２１年６月 ８日改訂 

２０２１年１０月７日改訂 

２０２２年４月１６日改訂 

２０２２年８月１９日改訂 

２０２２年１０月６日改訂 

２０２３年４月１９日改訂 

２０２３年１０月６日改訂 

２０２４年４月１日改訂 

２０２４年８月２４日改訂 

２０２４年１０月３日改訂 
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＜第１０２条 別表＞ 

三越伊勢丹支部（2024 年 4 月 1 日より実施） 

(1)ステージ A 以上の者：但し、別に協定した者を除く 

(2)ステージ B（一部 C）の者のうち以下の（または職務についた）者 

①ＨＤＳ出向 取締役会室（※ステージ C 含む） 

②ＨＤＳ出向 内部監査室  

③ＨＤＳ出向 リスクマネジメント室 

④ＨＤＳ出向 経営戦略統括部 

⑤ＨＤＳ出向 情報システム統括部 

⑥ＨＤＳ出向 人事統括部 

⑦ＨＤＳ出向 財務経理統括部 

⑧ＨＤＳ出向 総務統括部（総務企画部秘書・渉外担当のうち秘書業務従事者 ※ステージ C 含む） 

⑨ＨＤＳ出向 CRE 事業統括部 

⑩営業戦略統括部 

⑪店舗戦略統括部（営業管理部パリ駐在を除く）  

⑫新宿本店（総務部のうち人事労務業務従事者） 

⑬日本橋店（総務部のうち人事労務業務従事者） 

⑭銀座店（総務部のうち人事・労務・厚生従事者） 

⑮立川店（総務部のうち人事・労務・厚生） 

⑯浦和店（総務・業務部のうち人事労務業務従事者） 

⑰外商統括部（個人外商グループ管理部のうち人事・労務・業務従事者、法人外商グループ管理部のうち人事・労務・業務従事者） 

⑱監査役付 

(3)出向先企業（HDS を除く）で非組合員の扱いとなる職位についた者 

(4)フェロー社員のうち以下の者 

①入社後 4/11 及び 10/11 を越えていない者 

②学生の身分を前提に雇用契約を結んだ者 

(5)アルバイト・研修者 

(6)その他上記に準ずると会社・組合協議の上、決定した者 

北海道統括支部 札幌丸井三越支部  （2023 年 4 月 1 日より実施） 

(1)ステージＡ以上の者 

(2)ステージＢの者のうち以下の（または職務についた）者 

①総務・経営企画部 経営企画担当 

②総務・経営企画部 人事担当人事労務 

③総務・経営企画部 総務担当（マネジャー） 

④総務・経営企画部 事業開発（マネジャー） 

⑤営業本部 営業政策担当 営業推進・コンプライアンス（マネージャー） 

⑥商品統括部 商品企画担当 店舗開発・コンプライアンス（マネージャー） 

(3)防災管理担当 

(4)出向先企業で非組合員の扱いとなる職務に就いた者 但し、別に協定した者を除く 

(5)アシストスタッフのうち学生の身分を前提に雇用契約を結んだ者 

(6)アルバイト・研修者 

(7)その他上記に準ずると会社・組合協議決定した者 

北海道統括支部 函館丸井今井直轄分会  （2022 年 4 月 1 日より実施） 

(1)ステージＡ以上の者 

(2)ステージＢの者のうち以下の（または職務についた）者 

①総務・経営企画部 総務人事（マネージャー） 

②総務・経営企画部 経営企画（マネージャー） 

(3)防災管理担当 

(4)出向先企業で非組合員の扱いとなる職務に就いた者 但し、別に協定した者を除く 

(5)アルバイト・研修者 

(6)その他上記に準ずると会社・組合協議決定した者 
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北海道統括支部 北海道百科直轄分会  （2024 年 4 月 1 日より実施） 

(1)ステージＡ以上の者 

(2)ステージＢの者のうち以下の（または職務についた）者 

①総務部総務・コンプライアンス担当 

(3)出向先企業で非組合員の扱いとなる職務に就いた者 但し、別に協定した者を除く 

(4)アシストスタッフのうち以下の者 

①入社後３ヶ月を経過していない者 

②学生の身分を前提に雇用契約を結んだ者 

(5)アルバイト・研修者 

(6)その他上記に準ずると会社・組合協議決定した者 

仙台三越支部     （2023 年 4 月 1 日より実施） 

(1)ステージＡ以上の者 

(2)ステージＢの者のうち以下の（または職務についた）者 

①総務・経営企画部（総務人事マネジャー・経理マネジャー・業務マネジャー・経営企画） 

(3)出向先企業で非組合員の扱いとなる職務に就いた者 但し、別に協定した者を除く 

(4)フェロースタッフのうち以下の者 

①入社日から 1 ヶ月を経過後の最初に迎える各月 11 日を超えていない者 

②学生の身分を前提に雇用契約を結んだ者 

(5)アルバイト・研修者 

(6)その他上記に準ずると会社・組合協議決定した者 

新潟三越伊勢丹支部 (2024 年 4 月 1 日より実施)  

(1) ステージＡ以上の者 

(2) ステージＢうち以下の職務についた者 

①総務・経営企画部 人事・経営企画担当 人事政策 マネージャー 

②総務・経営企画部 人事・経営企画担当 人財開発 マネージャー 

③総務・経営企画部 人事・経営企画担当 経営戦略 マネージャー 

④総務・経営企画部 人事・経営企画担当 経営企画 マネージャー 

⑤総務・経営企画部 人事・経営企画担当 事業構造改革 マネージャー 

⑥総務・経営企画部 総務担当 総務・コンプライアンス マネージャー 

⑦総務・経営企画部 総務担当 経理 マネージャー 

(3) 出向先企業で非組合員の扱いとなる職務についた者（但し、別に協定した者を除く） 

(4) フェロー社員のうち、入社後 4/11 および 10/11 を超えていない者 

(5) アルバイト、研修者 

(6) その他上記に準ずると会社・組合協議決定した者 

静岡伊勢丹支部  (2024 年 4 月 1 日より実施) 

(1)ステージＡ以上の者 

(2)ステージＢの者のうち以下の職務についた者 

①総務・経営企画部 総務担当 担当長 

②総務・経営企画部 経営企画担当 担当長 

③総務・経営企画部 総務担当 人事マネージャー 

④総務・経営企画部 経営企画担当 経理マネージャー 

⑤総務・経営企画部 経営企画担当 経営企画マネージャー 

(3)出向先企業で非組合員の扱いとなる職務についた者。但し、別に協定した者を除く  

(4)アルバイト・研修者 

(5)その他上記に準ずると会社・組合協議決定した者 

名古屋三越支部  （2023 年 4 月 1 日より実施） 

(1)ステージＡ以上の者 

(2)ステージＢの者のうち以下の(または職務についた)者 

①総務・経営企画部人事・経営企画担当 

②総務・経営企画部総務担当 プランニングリーダー 

③総務・経営企画部総務担当経理・会計 マネジャー 

(3)出向先企業で非組合員の扱いとなる職務に就いた者 但し、別に協定した者を除く 

(4)フェロー社員のうち以下の者 

①入社後4/11及び10/11を超えていない者 

②学生の身分を前提に雇用契約を結んだ者 

(5)アルバイト・研修者 

(6)その他上記に準ずると会社・組合協議決定した者 



 
32 

広島三越支部  (2023 年 4 月 1 日より実施) 

(1) ステージＡ以上の者 

(2) ステージＢの者のうち以下の(または職務についた)者 

①総務・経営企画部 総務･人事コンプライアンス マネージャー 

②総務・経営企画部 経営企画・経理 マネージャー 

(3) 出向先企業で非組合員の扱いとなる職務に就いた者 但し、別に協定した者を除く 

(4) フェロースタッフのうち、学生の身分を前提に雇用契約を結んだ者 

(5) アルバイト･研修者 

(6) その他上記に準ずると会社・組合協議決定した者 

高松三越支部  （2024 年 4 月 1 日より実施） 

(1)ステージＡ以上の者 

(2)ステージＢの者のうち以下の(または職務についた)者 

①総務・経営企画部 総務 後方スタッフ担当(スタッフマネージャー)および担当長 

(3)出向先企業で非組合員の扱いとなる職務に就いた者 ※但し、別に協定した者を除く 

(4)フェロースタッフのうち以下の者 

①入社後 1 ヶ月を経過後の最初に迎える各月 11 日を超えていない者 

②学生の身分を前提に雇用契約を結んだ者 

(5)アルバイト･研修者 

(6)その他上記に準ずると会社・組合協議決定した者 

松山三越支部  （2024 年 4 月 1 日より実施） 

(1)ステージＡ以上の者 

2)ステージＢの者のうち以下の（または職務についた）者 但し、別に協定した者を除く 

①総務・経営企画部 総務 マネージャー 

②総務・経営企画部 経営企画 マネージャー 

(3)出向先企業で非組合員の扱いとなる職務に就いた者 但し、別に協定した者を除く 

(4)フェロースタッフのうち以下の者 

①入社後 1 ヶ月を経過後の最初に迎える各月 11 日を超えていない者 

②学生の身分を前提に雇用契約を結んだ者 

(5) アルバイト･研修者 

(6) その他上記に準ずると会社・組合協議決定した者 

岩田屋三越支部  (2018 年 4 月 1 日より実施) 

(1)ステージＡ以上の者 

(2)ステージＢの者のうち以下の（または職務についた）者 

①人事・労務担当者(組合交渉窓口、人事・賃金・労働時間・福利厚生などの制度の制定・改廃に関する企画・調整を行う者、 

6 ヶ月以上の長期雇用者の採用・配属に関し計画・調整を行う者） 

②秘書担当者（社内外関係者との政策調整を行う者） 

③財務担当者（資金調達計画の立案および交渉を行う者） 

④決算担当者(決算対策の立案・調整・推進を行う者) 

⑤予算管理担当者（事業計画・組織の立案・調整・推進を行う者、年度予算の編成に関する調整および統制を行う者） 

⑥営業企画担当者（営業日・営業時間・営業収入政策として全社の月次販売計画の企画・立案を行う者） 

(3)出向先企業で非組合員の扱いとなる職務に就いた者 但し、別に協定した者を除く 

(4)フェロー社員のうち以下の者 

①入社後最初に迎える各月 10 日を超えていない者 

②学生の身分を前提に雇用契約を結んだ者 

(5)アルバイト・研修者 

(6)その他上記に準ずると会社・組合協議決定した者 
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エムアイフードスタイル支部  （2024 年 4 月 1 日より実施） 

(1)ステージ A 以上の者 

(2)ステージＢの者のうち以下の（または職務についた）者 但し、別に協定した者を除く 

①経営インフラ本部 財務経理部  

②経営インフラ本部 IT・物流部  

③総務本部 総務部 

④総務本部 人事部  

⑤営業統括本部付 

⑥営業統括本部 営業政策・マーケティング室 販促担当・MD 計画担当・顧客政策担当 担当長以上 

⑦営業統括本部 店舗開発室 

⑧営業統括本部 SM 運営部 店長、百貨店運営部 店長 ・ショップ店長、各運営部付（新店店次長を除く） 

⑨営業統括本部 オペレーション推進室 SV グループ 

⑩商品統括本部 外販・製造部 製造グループ付 

⑪商品統括本部 外販・製造部 製造グループ 工場長・センター長 

⑫内部監査室 

(3)出向先企業で非組合員の扱いとなる職務に就いた者 但し、別に協定した者を除く 

(4)スタッフ社員のうち以下の者 

①入社後 3 ヶ月経過後の最初に迎える組合加入日(4/11、7/11、10/11、1/11)前の者 

②学生の身分を前提に雇用契約を結んだ者 

(5)アルバイト・研修者 

(6)その他上記に準ずると会社・組合協議決定した者 

エムアイカード支部 （2024 年８月 24 日より実施）  

(1)ステージＡ以上の者 

(2)ステージＢの者のうち以下の（または職務についた）者 

①総務人事部：総務担当のステージＢ、人事統括室のステージＢ 

②経営企画部：経理担当の担当長・:経営企画室の担当長 

③内部監査室の室長 

④事業開発部：事業開発担当の担当長 

⑤リスクマネジメント部：内部統制担当の担当長 

⑥システム部：システム担当の担当長 

⑦業務部：業務企画担当の担当長 

⑧営業企画部：営業企画室の室長 

(3)出向先企業で非組合員の扱いとなる職務に就いた者 但し、別に協定した者を除く 

(4)特別社員 

(5)アルバイト 

(6)その他上記に準ずると会社・組合協議決定した者 

三越伊勢丹ビジネス･サポート支部  (2022 年 4 月 1 日より実施)   

(1)ステージＡ以上の者 

(2)ステージＢの者のうち以下の者 

①総務・経営企画部 

(3)出向先企業で非組合員の扱いとなる職務に就いた者 但し、別に協定した者を除く 

(4)フェロー社員のうち以下の者 

①入社後 1 ヶ月を経過後の最初に迎える 4，10 月の各 11 日を超えていない者 

②学生の身分を前提に雇用契約を結んだ者 

(5)アルバイト・研修者 

(6)その他上記に準ずると会社・組合協議決定した者 

三越伊勢丹プロパティ・デザイン支部  (2024 年 4 月 1 日より実施) 

(1)ステージＡ以上の者 

(2)ステージＢの者のうち以下の者 

①総務部 

②経営企画部 

(3)出向先企業で非組合員の扱いとなる職務に就いた者 但し、別に協定した者を除く 

(4)フェロー社員のうち以下の者 

①学生の身分を前提に雇用契約を結んだ者 

(5)アルバイト・研修者 

(6)その他上記に準ずると会社・組合協議決定した者 
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三越伊勢丹システム・ソリューションズ支部  （2024 年 4 月 1 日より実施） 

(1)ステージＡ以上の者  

(2)ステージＢの者のうち以下の（または職務についた）者  

①経営企画部の担当長 

②総務部 総務担当ならびに人事担当の担当長 

③内部監査室長  

(3)出向先企業で非組合員の扱いとなる職務に就いた者 但し、別に協定した者を除く  

(4)スペシャリティスタッフⅡ  

(5)フェロー社員のうち以下の者  

①入社後 4 月 11 日および 10 月 11 日を超えていない者  

(6)アルバイト・研修者  

(7)その他上記に準ずると会社・組合協議決定した者 

三越伊勢丹ヒューマン･ソリューションズ支部  （2023 年 4 月 1 日より実施） 

(1)ステージＡ以上の者 

(2)ステージＢの者のうち以下の職務についた者 

①総務・経営企画部 経営企画グループ長、 マネージャー 

②総務・経営企画部 総務人事グループ長、マネージャー 

③営業統括部 労務厚生グループ長、ユニット長、マネージャー 

(3)出向先企業で非組合員の扱いとなる職務に就いた者 但し、別に協定した者を除く 

(4)フェロー社員のうち以下の者 

①入社後４月１０日及び１０月１０日を超えていない者 

②学生の身分を前提に雇用契約を結んだ者 

(5)派遣・請負スタッフ 

(6)アルバイト・研修者 

(7)その他上記に準ずると会社・組合協議決定した者 

三越伊勢丹ニッコウトラベル支部  （2024 年 4 月 1 日より実施） 

(1)ステージＡ以上および部長の者 

(2)ステージＢの者のうち以下の職務についた者 

①総務・経営企画部経営企画担当長 

②総務・経営企画部総務・人事担当長 

③総務・経営企画部構造改革担当長 

④総務・経営企画部経理・予算担当長 

⑤総務・経営企画部経理・予算担当マネージャー 

⑥旅行営業部海外担当長 

⑦旅行営業部国内担当長 

⑧旅行営業部クルーズ担当長 

(3)出向先企業で非組合員の扱いとなる職務に就いた者 但し、別に協定した者を除く 

(4)フェロー社員のうち以下の基準に該当する者 

①入社後４/11 及び 10/11 を超えていない者 

②学生の身分を前提に雇用契約を結んだ者 

(5)アルバイト 

(6)その他上記に準ずると会社・組合協議決定した者 

関連グループ支部Ⅰ レオテックス直轄分会  （2022 年 4 月 1 日より実施） 

(1)ステージＡ以上の者 

(2)ステージＢの者のうち以下の（または職務についた）者 

①総務担当・営業担当の各担当長 

(3)出向先企業で非組合員の扱いとなる職務に就いた者 但し、別に協定した者を除く 

(4)フェロー社員（有期）のうち以下の者 

①入社後 2 ヶ月を超えていない者 

②学生の身分を前提に雇用契約を結んだ者 

(5)アルバイト・研修者 

(6)その他上記に準ずると会社・組合協議決定した者 
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関連グループ支部Ⅰ センチュリートレーディングカンパニー直轄分会 (2023 年 4 月 1 日より実施) 

(1)ステージＡ以上の者 

(2)ステージＢの者のうち以下の（または職務に就いた）者 

①総務・経営企画部 

(3)出向先企業で非組合員の扱いとなる職務に就いた者、別に協定した者を除く 

(4) 契約社員 

(5) 臨時社員 

(6)その他上記に準ずると会社・組合協議決定した者 

関連グループ支部Ⅰ 三越伊勢丹健康保険組合直轄分会  （2022 年 10 月 6 日より実施） 

(1)ステージＡ以上の者 

(2)ステージＢの者のうち以下の（または職務についた）者 

①常務理事 

②事務長 

(3)出向先企業で非組合員の扱いとなる職務に就いた者 但し、別に協定した者を除く 

(4)アルバイト・研修者 

(5)その他上記に準ずると会社・組合協議決定した者 

関連グループ支部Ⅰ ＩＭＤｉｇｉｔａｌＬａｂ直轄分会 （2024 年 4 月 1 日より実施） 

(1)ステージＡ以上の者  

(2)ステージＢの者のうち以下の（または職務についた）者 

①総務・経営企画部長、営業部長、事業企画推進部長 

②総務・経営企画部 総務担当および経営企画担当 

(3)出向先企業で非組合員の扱いとなる職務に就いた者 但し、別に協定した者を除く 

(4)フェロー社員のうち以下の者 

①初回契約後、最初に迎える 4 月 11 日または 10 月 11 日までの間の者 

②学生の身分を前提に雇用契約を結んだ者 

(5)アルバイト・研修者 

(6)その他上記に準ずると会社・組合協議決定した者 

(7)その他上記に準ずる機密性の高いプロジェクト事案等に関わると会社・組合協議決定した者 

関連グループ支部Ⅱ スタジオアルタ直轄分会 （2024 年 4 月 1 日より実施） 

(1)ステージＡ以上の者  

(2)ステージＢの者のうち以下の（または職務についた）者 

①総務・経営企画部長、メディア営業部長、クリエイティブ営業部長 

②総務・経営企画部 総務担当および経営企画担当 

(3)出向先企業で非組合員の扱いとなる職務に就いた者 但し、別に協定した者を除く 

(4)フェロー社員のうち以下の者 

①初回契約後、最初に迎える 4 月 11 日または 10 月 11 日までの間の者 

②学生の身分を前提に雇用契約を結んだ者 

(5)アルバイト・研修者 

(6)その他上記に準ずると会社・組合協議決定した者 

関連グループ支部Ⅱ 三越伊勢丹ソレイユ直轄分会  （2022 年 10 月 6 日より実施） 

(1)社長 

(2)総務部長 

(3)総務部でマネージャー職についた者 

(4)出向先企業で非組合員の扱いとなる職務に就いた者 但し、別に協定した者を除く 

(5)社員Ⅰ・Ⅱ（有期）のうち初回契約後最初の 10 月 11 日を超えていない者 

(6)アルバイト・研修者 

(7)その他上記に準ずると会社・組合協議決定した者 
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関連グループ支部Ⅱ 三越伊勢丹ギフト・ソリューションズ直轄分会 （2022 年 4 月 1 日より実施） 

(1)ステージＡ以上の者 

(2)ステージＢの者のうち以下の（または職務についた）者 

①総務・経営企画部担当長 

②総務・経営企画部チームリーダー 

③総務・経営企画部プランニングスタッフ 

(3)出向先企業で非組合員の扱いとなる職務に就いた者 但し、別に協定した者を除く 

(4)フェロースタッフのうち以下の者 

①入社後 2 ヶ月を超えていない者 

②学生の身分を前提に雇用契約を結んだ者 

(5)アルバイト・研修者 

(6)その他上記に準ずると会社・組合協議決定した者 

伊勢丹会館直轄分会  (2019 年 4 月 1 日より実施) 

(1)部長 

(2)課長 

(3)臨時社員 

(4)その他上記に準ずると会社・組合協議決定した者 
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選挙規程 

 

第１章 総則 

第１０１条 根拠 

本規程は、本規約第 332条、第 402条、第 407条、第 704条、第 908条にもとづき定める。 

第１０２条 事務 

選挙に関する事務は、原則すべて選挙管理委員会が行う。また、投票、開票、選挙に関する事務などに

ついては、次のとおりとする。 

ただし選挙に関する事務は、選挙立候補者を除くこととする。 

２．投票 

  投票に関する事務は、選挙管理委員会が投票所ごとに投票管理者を任命することができる。投票管

理者は、選挙人の名簿の整理、投票用紙の管理、投票所の管理・整備運営などを選挙管理委員会の

指示の基行うことができる。 

３．開票 

  開票に関する事務は、選挙管理委員会が開票管理者を任命することができる。開票管理者は、投票

箱の異常確認、投票用紙の開票作業を選挙管理委員会の指示の基行うことができる。同時に開票が

終了した際には、速やかに選挙管理委員会へ開票結果を報告する必要がある。 

４．その他の選挙に関する事務 

  投票、開票以外の選挙に関する事務は、選挙管理委員会が若干名の選挙事務者を任命できる。 

第１０３条 選挙区 

選挙区は次の通りとする。 

（１）本部大会選挙区（本部大会単位） 

（２）支部選挙区（支部単位） 

（３）職場区選挙区（職場区単位） 

２．必要に応じて、直轄分会選挙区を設けることができる。 

第１０４条 選挙の種類 

選挙は、次の通りとし、一斉に行う。 

（１）本部大会選挙区（本部大会単位） 

   本部執行委員長 

   本部副執行委員長 

   本部書記長 

   本部書記次長 

   本部執行委員 

   監査委員 

（２）支部選挙（支部選挙区） 

   本部大会代議員 

   支部執行委員長 

   支部副執行委員長 

   支部書記長 

   支部書記次長 

   支部執行委員 

（３）職場区選挙（職場区選挙区） 

   支部評議員（支部大会代議員を兼ねる） 
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第１０５条 本部役員および監査委員の定数 

本部役員および監査委員の定数は、次の通りとする。 

（１）本部執行委員長   1名 

（２）本部副執行委員長  5名 

（３）本部書記長   1名 

（４）本部書記次長   5名 

（５）本部執行委員   28名 

（６）監査委員   8名 

第１０６条 支部役員および支部評議員、支部大会代議員、直轄分会評議員の定数 

支部役員の定数は、次の定数を限度とし、支部ごと別表に定める。 

（１）支部執行委員長  1名 

（２）支部副執行委員長 4名 

（３）支部書記長  1名 

（４）支部書記次長  5名 

（５）支部執行委員  60名 

２.支部評議員（支部大会代議員を兼ねる）、支部大会代議員、直轄分会評議員の選出基準は、支部ごと

に別表に定める。 

３.支部･分会統合等に伴う支部評議員、直轄分会評議員および大会代議員の選出については、分会・職

場区ごとに定めるものとする。 

第１０７条 本部評議員および本部大会代議員の定数 

本部評議員および本部大会代議員の定数は次の通りとし、支部ごとに選出する。 

（１）本部評議員は、組合員数 300名に 1名の割合とする。ただし、600名に満たない支部は、2名選出

するものとする。 

（２）本部大会代議員は、組合員数 150名に 1名の割合とする。ただし、450名に満たない支部は、3名

選出するものとする。 

第１０８条 本部役員および監査委員の選挙 

本部役員および監査委員は、本部大会代議員の直接無記名投票により選出する。 

第１０９条 本部大会代議員の選挙 

本部大会代議員は、支部ごとに組合員の直接無記名投票により選出する。 

第１１０条 支部役員の選挙 

支部役員は、支部ごとに組合員の直接無記名投票により選出する。 

第１１１条 支部評議員および支部大会代議員の選挙 

支部評議員および支部大会代議員は、職場区ごとに直接無記名投票により、選出される。 

第１１２条 直轄分会評議員の選挙 

直轄分会評議員は、直轄分会ごとの組合員の直接無記名投票により選出される。 

第１１３条 本部評議員の選出 

本部評議員は、大会構成員の互選により、本規程第 107 条第 1 号の定めにもとづき、本部大会において

役員を選出する。 

ただし、本規約第 409 条第 1 項の定めにより、本規程第 107 条第 1 号の定数に満たない場合は、支部評

議員会構成員の中から互選に基づき、本部執行委員会において選出する。 

第１１４条 基準組合員数 

基準となる組合員数は、7月 1日付の組合員数とする。ただし、組合員数に著しい変化がある場合、組合

の大幅な組織改正がある場合等の理由で選挙管理委員会が認めた場合は、基準日を別の日に定めること
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ができる。 

２．前項により、本部大会代議員、支部評議員、直轄分会評議員の定数を算出する。 

３．組合員数に著しい変化がある場合、選挙管理委員会が認めた場合は、一定日を設けて基準組合員数

を見直すことができる。この場合、改訂時に評議員および代議員であるものは、任期終了までその

資格を有する。 

  ただし、年度の途中で支部が新設される場合は、選挙管理委員会の定めるところによる。 

 

第２章 選挙管理委員会 

第２０１条 地位 

選挙管理委員会は、本組合におけるすべての選挙を公正に行うことを目的とする機関であり、選挙に関

する一切の管理を行う。 

選挙管理委員会は、選挙に関するすべての事務を行う。 

第２０２条 選挙管理委員会の職務 

選挙管理委員会は次の職務を担う。 

（１）役員その他の選挙管理及び大会での投票管理 

（２）全員投票の管理 

（３）投票管理者、開票管理者、選挙事務者の指名と立会人の設置判断 

２.前項の職務を遂行するため、次の行為を行う。 

（１）基準組合員数の確定、名簿管理 

（２）選挙日程の設定 

（３）選挙告示の作成、発刊及び管理 

（４）選挙に関わる公報物の発刊、掲示、管理 

（５）立候補の受付と管理 

（６）投票・開票に関わる用紙の作成、発行と確認、当落選の確認と公示 

（７）違反行為のあったときの当落選の判断 

（８）選挙に関する違反行為の判断と報告 

（９）その他、選挙に必要な事項 

第２０３条 定めのない事項の取扱い 

本規程に定めのない選挙に関する事項は、選挙管理委員会で決定する。 

第２０４条 構成 

選挙管理委員会は、選挙管理委員をもって構成する。 

第２０５条 開催 

選挙管理委員会は、次の場合に本部執行委員長の要請により開催する。 

（１）本部執行委員会が必要と認めたとき 

（２）組合員の 4分の 1以上の連署により請求があったとき 

第２０６条 招集 

選挙管理委員会の招集は選挙管理委員長が日時、場所、議案を通告しなければならない。 

２．選挙管理委員会の開催はやむを得ない事情がある場合にはデジタルツールにておこなうことができ

る。 

第２０７条 成立 

選挙管理委員会は、構成の 2分の 1以上の出席により成立する。 

第２０８条 委員長・副委員長の選出 

選挙管理委員長、選挙管理副委員長は、各 1名とし、選挙管理委員の互選による。 
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第２０９条 議長・副議長 

選挙管理委員会の議長は、選挙管理委員長とする。また、副議長は選挙管理副委員長とする。 

２．選挙管理委員長は、選挙管理委員会における議事運営を行う。議事については、「選挙管理委員会議

事細則」による。 

第２１０条 議決 

議決は、出席構成員の過半数とする。可否同数のときは、議長の決するところによる。 

第２１１条 委任 

選挙管理委員は、その権限を委任することができない。 

第２１２条 書記 

選挙管理委員会の書記は、選挙管理委員中より選挙管理委員長が任命する。 

 

第３章 選挙管理委員 

第３０１条 指名 

選挙管理委員は、定期本部大会において組合員中より 5名指名し、承認する。 

第３０２条 任期 

選挙管理委員の任期は 2 ヶ年とし、再選を妨げない。なお期間は定期本部大会選挙終了後から翌々年の

定期本部大会までとする。 

第３０３条 兼任の禁止 

役員、監査委員、評議員、代議員および立候補者は、選挙管理委員を兼任することはできない。 

第３０４条 欠員および資格の喪失 

選挙管理委員は、次の場合その資格を失う。 

（１）組合員の資格を失ったとき 

（２）辞任の申し出が大会で承認されたとき 

（３）本部・支部役員、監査委員、本部・支部評議員および代議員に立候補したとき 

（４）大会で解任の決議を行ったとき 

選挙管理委員会より欠員補充の要求があったときは、本規程第 301 条の定めにかかわらず、選挙管理委

員は組合員中より本部執行委員会の指名により選出する。なお、補充により選出された選挙管理委員の

任期は前任者の残りの期間とする。 

 

第４章 選挙の告示・公報 

第４０１条 選挙告示の掲載事項 

選挙の告示には、次の事項を掲げる。 

２．選挙開始の告示 

  選挙開始の告示は第 1 号様式により、必要事項を記載し、選挙管理委員会の印を選挙管理員委員長

が捺印する。 

３．選挙結果の告示 

  選挙結果の告示は第 2 号様式により、必要事項を記載し、選挙管理委員会の印を選挙管理委員長が

捺印する。 

  また、2項、3項に定めにない告示をする場合は、選挙管理委員会を開催し選挙管理委員過半数以上

の出席と、過半数以上の賛成によって、掲載事項、内容を審議した後に告知できるものとする。 

第４０２条 選挙告示の掲示および期間 

選挙告示は、以下の選挙区ごとに掲示、ホームページ（以下、HP）掲載などで告示する。また、期間に

ついて選挙開始告示は立候補締め 切り日までとする。あわせて、選挙結果告示は、開票後速やかに掲
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示、HP掲載などで告示し、3日以上行う必要がある。 

（１）本部大会選挙区（本部大会単位） 

 ①選挙開始告示 

  選挙開始は、支部選挙終了後、第 1号様式にて本部大会出席者が確認できる場所に告示を行う。 

 ②選挙結果告示 

  本部大会にて告示内容を選挙管理委員が報告するとともに、第 2 号様式にて本部大会出席者が確認

できる場所に告示を行う。 

  また本部大会の選挙結果告示は、本部大会終了後速やかに組合員が閲覧できるよう掲示、HP 掲載な

どで告示を行う。 

（２）支部選挙区（支部単位） 

 ①選挙開始告示 

  選挙開始告示は、第 1号様式にて組合員が閲覧できるよう掲示、HP掲載などで告示を行う。 

 ②選挙結果告示 

  選挙結果告示は、第 2号様式にて組合員が閲覧できるよう掲示、HP掲載などで告示を行う。 

（３）職場区選挙区（職場区単位） 

 ①選挙開始告示 

  選挙開始告示は、第 1号様式にて職場区の組合員が閲覧できるよう掲示、HP掲載などで告示を行う。 

 ②選挙結果告示 

  選挙結果告示は、第 2号様式にて職場区の組合員が閲覧できるよう掲示、HP掲載などで告示を行う。 

第４０３条 選挙公報の掲載申請 

立候補者は、選挙管理委員会に選挙公報の立候補申請書兼掲載申請書(第 3 号様式)にて、立候補締め切

り日までに申請をしなければならない。 

第４０４条 掲載文章の書き方 

前条の掲載文章は、選挙管理委員会が交付する立候補申請書兼掲載申請書(第３号様式)によって記載し

なければならない。 

２．掲載文章には、通常使用する漢字、ひらがな、カタカナ、数字および外国文字その他の文字並びに

記号、符号、線、圏点等を用いて記載しなければならない。ただし、氏名欄には、通常使用する漢

字、ひらがな、カタカナ、数字および外国文字以外は使用することができない。 

第４０５条 選挙公報における品位保持 

掲載文章には、虚偽の事実の記載、名誉を棄損するなど品位と公正を害するような文言を掲載してはな

らない。 

２．選挙管理委員会は前項の規程に関する文言があると認めた場合は、立候補者に対して、当該文言の

訂正を求めることができる。 

第４０６条 掲載文章の訂正 

選挙管理委員会は、本規約第 403 条及び第 404 条の規程に違反して記載した掲載文章の申請があった場

合または、誤字など文章判読に支障となる恐れがあると認めた場合は、立候補者に対し、当該文字等の

訂正を求めることができる。 

２．立候補者が前項の規程による求めに応じない場合は、選挙管理委員会は、必要な訂正をすることが

できる。 

第４０７条 掲載文章の修正 

立候補者は、既に申請した掲載文章の修正する場合は、掲載文章修正申請書(第 4 号様式)を選挙管理員

委員会に提出し、あわせて修正文章を記入し選挙管理委員会に提出しなければならない。 

２．前項の規程による修正又は撤回の申請は立候補を行おうとする当該選挙の立候補締め切り日経過後
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においては、これをすることができない。 

第４０８条 掲載の中止 

立候補者の死亡・立候補者の辞退した場合、若しくは届出を却下された場合は、掲載文章の掲載は中止

する。ただし、選挙公報の発行手続に着手したときはこの限りではない。 

第４０９条 選挙公報の訂正 

選挙公報の印刷に誤りがあったときは、選挙管理員委員会は直ちに告示をもって訂正する。 

第４１０条 その他必要な事項 

この章に定めるもののほか、選挙公報の発行について必要な事項は選挙管理委員会が定める。 

 

第５章 立候補 

第５０１条 立候補 

立候補者は、選挙管理委員会へ第 3号様式にて届け出なければならない。 

２．支部役員は、所属企業の支部に関係なく立候補できる。ただし、選挙にて支部執行委員長、支部副執

行委員長、支部書記長、支部書記次長の立候補がない場合は、本部執行委員会で本部役員の中から任命す

ることができる。 

３．本部大会代議員の立候補は所属企業の支部とする。ただし、所属企業の支部以外の支部四役に立候

補する場合は、立候補する支部の本部大会代議員に立候補できる。 

４．支部大会代議員、支部評議員の立候補は所属職場区とする。 

５．直轄分会評議員の立候補は、所属直轄分会とする。 

６．直接雇用の職員は、本部大会選挙区の権限を有する 

第５０２条 立候補の届出 

立候補届出は、次の通りとする。 

（１）立候補者は、第 3号様式に必要事項と社員番号を記載の上、選挙管理委員会に提出する。 

第５０３条 立候補の辞退 

立候補の辞退は、受付締切日 2日前までに選挙管理委員会に届出、承認を得なければならない。 

第５０４条 立候補届出期間の延長 

立候補が定員に満たないときは、選挙管理委員会の承認を得て立候補届出期間を延長することができる。 

第５０５条 立候補の制限 

本規約第 805条（2）（3）（4）の処罰を受けた組合員について、処罰決定より 2年間の期間における立候

補を制限する。 

 

第６章 選挙運動 

第６０１条 制限 

本組合の選挙については、文書・口頭・メール、その他の方法による選挙運動を一切行うことはできな

い。ただし、選挙管理委員会が認めた場合はこの限りではない。 

 

第７章 投票および開票 

第７０１条 投票 

投票は、候補者数が定数を越えた場合、定数内連記投票により、本規程第 103 条に定める選挙区ごとに

行う。投票に際して使用する投票用紙(第 5号様式)は選挙管理委員会の確認のもと候補者数に応じて、記

入欄を増減して作成を行う。 

２．候補者数が定数以内の場合は、信任投票を行う。この場合、選挙管理委員会の判断により投票を実
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施せず候補者を当選とすることができる。ただし、本部大会選挙区を除く選挙においては立候補告

示後 5 日以内に選挙管理委員会の定める方法で投票要求があった場合には、選挙管理委員会の判断

により投票を実施する場合がある。 

３．本部大会選挙区にて、選挙管理委員会が定める期間に投票要求が有った場合は、選挙管理委員会の

判断により投票を実施する場合がある。 

第７０２条 不在者投票 

投票日に不在となる者は、選挙管理委員会が定めた期間、方法で投票する。 

第７０３条 投票の効力 

投票の効力については、投票管理者の意見を参考にし、選挙管理委員会が決定する。 

次の投票については、これを無効とする。 

（１）所定の投票用紙を使用しないもの 

（２）被選挙人が確認できないもの 

（３）所定の記載方法よりも連記したもの 

（４）被選挙人以外の事項（所属・敬称は除く）を記入したもの 

（５）白票 

第７０４条 開票 

開票は選挙管理委員、複数人が立ち会いのもと開票を行う。 

ただし、予め選任した開票管理者がいる場合は複数人をもって開票を行うことができるのもとする。 

第７０５条 告示 

選挙の結果は、選挙管理委員長の名をもって直ちに発表しなければならない。 

第７０６条 記録 

選挙管理委員長は、投票および開票の結果を明記、捺印し、選挙管理委員長は本部書記長に提出しなけ

ればならない。 

２．本部書記長は、前項の選挙の結果についての書類を 5年間保存しなければならない。 
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第８章 当選 

第８０１条 当選 

当選決定は、次の通りとする。 

（１）得票数の多い者から順次決める。 

（２）得票数の同じ者は抽選によって当選とする。 

（３）本部執行委員長、本部副執行委員長、本部書記長、本部書記次長は、総投票数の過半数を得なけ

ればならない。 

   ただし、過半数以下の場合は、次点者と決選投票を行う。 

第８０２条 違反行為の処置 

選挙当選者に違反行為があった場合、選挙管理委員会は当該者を失格として、その当選を取消すことが

できる。 

あわせて選挙管理委員会は、本規約第 803 条に該当する選挙への違反行為があった場合は本部執行委員

会へ届け出る。 

第８０３条 欠員への対応 

役員、評議員、代議員、監査委員に欠員が生じた場合は、補欠選挙を行う。ただし、選挙管理委員会の

承認を得ればこの限りではない。 

２．当選後 30日以内に失格または欠員ができた場合は、次点者を繰り上げ当選とする。 

第８０４条 異議の申し立て 

選挙に対する異議の申し立ては、告示後 3日以内に選挙管理委員会に行う。 

２．本部大会選挙区の選挙については、選挙管理委員会が定める期間内に、異議申し立てを行う。 

 

第９章 附則 

第９０１条 改廃 

本規程の改廃は、本部評議員会の議決とする。 

２．本規程第 106 条別表の改訂は、支部役員数は本部執行委員会、その他は当該支部の支部評議員会の

議決による。 

第９０２条 効力 

本規程は、２０１０年６月１８日より実施する。 

２０１１年１２月１日改訂 

２０１２年２月９日改訂 

２０１２年４月１２日改訂 

２０１２年６月１５日改訂 

２０１２年１０月１日改訂 

２０１３年４月１日改訂 

２０１４年４月１０日改訂 

２０１６年５月１７日改訂 

２０１７年５月１６日改訂 

２０１７年１０月５日改訂 

２０１８年５月２２日改訂 

２０１８年１０月４日改訂 

２０１９年５月１６日改訂 

２０１９年１０月３日改訂 

２０２０年４月１６日改訂 

２０２０年１０月８日改定 

２０２１年６月 ８日改訂 

２０２１年１０月７日改訂 

２０２２年４月１６日改訂 

２０２２年８月１９日改訂 

２０２２年１０月６日改訂 

２０２３年４月１９日改訂 

２０２３年１０月６日改訂 

２０２４年４月１日改訂 

２０２４年８月２４日改訂 

２０２４年１０月３日改訂 
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＜第１０６条別表＞ 

支部名 

支
部
執
行
委
員
長 

支
部
副
執
行
委
員
長 

支
部
書
記
長 

支
部
書
記
次
長 

支
部
執
行
委
員 

支
部
役
員 

 

合
計 

支
部
評
議
員
・
支
部
大
会
代
議

員
選
出
基
準 

三越伊勢丹支部 1 4 1 4 45 55  1/100 

北海道統括支部 1 3 1 2 ― 7 － 

札幌丸井三越支部 ― ― ― ― 9 9 1/50 
函館丸井今井直轄分会 ― ― ― ― ― ― 1/15 
北海道百科直轄分会 － － － － － 0 1/15 

仙台三越支部 1 1 1 1 6 10 1/60 
新潟三越伊勢丹支部 1 1 1 2 6 11 1/40 

静岡伊勢丹支部 1 0 1 1 4 7 1/40 
名古屋三越支部 1 2 1 2 9 15 1/60 

広島三越支部 1 0 1 1 3 6 1/40 

高松三越支部 1 0 1 2 6 10 1/50 

松山三越支部 1 1 1 0 3 6 1/8 

岩田屋三越支部 1 2 1 3 9 16 1/60 

エムアイフードスタイル支部 1 2 1 1 16 21 1/70 
エムアイカード支部 1 2 １ １ 5 10 1/60 

エムアイ友の会直轄分会 - - - - - - - 

三越伊勢丹ビジネス・サポート支部 1 2 1 1 4 9 1/40 

三越伊勢丹プロパティ・デザイン支部 1 1 1 2 3 8 1/40 

三越伊勢丹システム・ソリューションズ支部 1 1 1 1 3 7 1/30 

三越伊勢丹ヒューマン・ソリューションズ支部 1 1 1 1 5 9 1/40 

三越伊勢丹ニッコウトラベル支部 1 0 1 0 3 5 1/15 

関連グループ支部Ⅰ 1 1 1 1 ‐ 4  ‐ 

レオテックス直轄分会 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1/15 

センチュリートレーディングカンパニー直轄分会 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 

三越伊勢丹健康保険組合直轄分会 - - - - - - - 

ＩＭＤigitalＬab 直轄分会 - - - - - - - 

関連グループ支部Ⅱ 1 1 1 1 ‐ 4 - 

スタジオアルタ直轄分会 - - - - - - - 

三越伊勢丹ソレイユ直轄分会 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 

三越伊勢丹ギフト・ソリューションズ直轄分会 - - - - - - - 

三越伊勢丹トランジット直轄分会 - - - - - - - 

伊勢丹会館直轄分会 - - - - - - - 

三越伊勢丹グループ労働組合直轄分会 - - - - - - - 

注１： 支部評議員は支部大会代議員を兼務し、定数は、基準組合員を選出基準とする。 
注２： 選出基準に満たない端数は、過半数をもって 1名選出する。 
注３： 選出基準に満たない場合は、原則、1 名以上の支部評議員、支部大会代議員、直轄分会評議員

を置く。 
注４： 統括支部については、各々支部四役のみを選出する。 
注５： 統括支部を構成する支部の支部役員については、執行委員のみを選出する。 
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選挙管理委員会 議事細則 

 

第１章 総則 

第１０１条 根拠 

本細則は、「選挙規程」第 209条にもとづき定める。 

第１０２条 会議の公開 

会議は、原則として公開する。 

ただし、理由を明らかにして非公開を決定したときは、この限りではない。 

 

第２章 開会・閉会および議事 

第２０１条 開会および閉会 

議長の宣言により議事を開始および終了する。 

第２０２条 議事日程 

議事日程は、議場にはかって決定する。 

第２０３条 議長の役割 

議長の役割は次の通りとする。 

（１）議場の秩序を保持し、議場を整理する。 

（２）規約および本規程に従い、常に公正な立場で議事を運営する。 

（３）書記を任命して議事録を調整せしめ、会議を代表する。 

（４）会議の構成員または傍聴人、その他会議の列席者が議場において秩序を乱し、議場を混乱に陥れ

るときは、その行為の中止あるいは退場を命じることができる。 

（５）休憩、延会、流会、閉会の宣言をすること。 

第２０４条 副議長の役割 

副議長は、議長を補佐し、議長事故などあるときは、これを代行する。 

第２０５条 議長の討論 

議長が討論に参加しようとするときは、副議長と交代し、議長席から退いて討論に参加しなくてはなら

ない。 

この場合、当該の議案が採決されるまで、原則議長にもどれない。 

第２０６条 議長の採決参加の禁止 

議長は、採決に加わることはできない。ただし、採決が同数のときは採決を行う。 

なお、副議長は、採決に加わるものとする。 

第２０７条 書記の役割 

書記の役割は、次の通りとする。なお、討論、採決に加わることはできない。 

（１）発言を整理し、議長の議事進行を補佐する。 

（２）議事録の整理と作成をする。その際、議長の署名を受ける。 

第２０８条  議事進行の順位 

議事の進行は、次の通りとする。 

（１）議案の提案説明 

（２）議案に対する質疑応答 

（３）議案に対する討論 

（４）採決 

第２０９条 発言 

発言は、次の通りとする。 
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（１）発言するときは、挙手し、議長が承認した後行う。 

（２）発言は、指定された議席より行う。 

（３）発言は、討論中の議題に限り、発言中は妨害してはならない。ただし、議事規程違反の場合は、

これを指摘することができる。 

第２１０条 発言の優先権 

質問および討論の場合、これまでに発言しなかった者は、すでに発言した者より優先して発言できる。 

第２１１条 議事進行に関する発言 

議事進行に意見あるものは、議長に議事進行に関し、意見を述べ、注意を喚起することができる。 

第２１２条 宣言の効果 

議長宣言に反する発言はできない。ただし、議長の裁定に対する抗告はこの限りではない。 

第２１３条 関係者の発言 

会議が必要と認めた場合、関係者に報告、説明、答弁を求めることができる。その場合、関係者の発言

は、会議の求める範囲を超えてはならない。 

 

第３章 議案 

第３０１条 説明 

議題になった議案に対し、議長は、まず提案者に説明を求める。議案の内容が簡単で改めて説明の必要

のない事柄については、議場にはかって提案者の説明を省略することができる。 

第３０２条 質疑 

提案説明に対する質疑は、議題に関する限り、制限は受けない。 

第３０３条 討論 

討論は、はじめに賛成または反対の旨を明らかにしてから発言する。また、同時に 2 つ以上の議題を討

論することはできない。 

 

第４章 採決 

第４０１条 採決の宣言 

議長は、採決を行う前に必ず採決に附してよいか問わなければならない。これに対して異議がないとき

は、議題と採決に附することを宣言し、採決を行う。 

第４０２条 採決の方法 

採決の方法は、原則として無記名投票によることとし、挙手その他の方法は、提案され認められたとき

に用い得るものとする。 

第４０３条 結果の宣言 

採決後、議長は直ちに当該議案の可決または否決を宣言しなければならない。 

 

第５章 異議 

第５０１条 抗告 

議長の裁定に異議のある者は、抗告できる。 

第５０２条 抗告動議の取扱い 

抗告動議が提出されたとき、議長は直ちに交代する。交代した議長は、抗告動議の成立を会議にはかり、

議決権を有する出席構成員の 3分の 1以上の賛成を得て抗告動議の成立を宣言する。 

２．前項の抗告動議が成立しない場合は、議長は直ちに復帰しなければならない。 

第５０３条 抗告動議の採決 

抗告動議が成立したとき交代した議長は、抗告者に抗告理由の説明を求め、抗告を受けた議長にこれに
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対する弁明を行わせた後、直ちに採決に附す。 

第５０４条 抗告動議採決後の処理 

抗告動議が可決されたとき交代した議長は、議事を抗告前の状況に戻す。このとき抗告を受けた議長は、

その議題の審議が終了するまで議長になれない。 

２．抗告動議が否決されたときは、抗告を受けた議長が議長に復帰する。 

 

第６章 議事録 

第６０１条 議事録の取扱い 

議事録は、議長が任命した書記が作成し、書記局が保管する。組合員の請求があるときは、閲覧させな

ければならない。議事録は、議長、副議長および書記の署名捺印を要する。 

第６０２条 記入事項 

議事録は、会議ごとに作成し、次の事項を記入する。 

（１）会議の種類、日付、場所および出席人員 

（２）議長、副議長および書記の氏名 

（３）報告事項の要点と質疑の大要 

（４）全ての議題は、その決定および提出者の氏名 

（５）採決の方法および結果 

（６）開会、閉会の時刻 

（７）その他必要と認める事項 

 

第７章 傍聴者 

第７０１条 手続き 

傍聴を希望する者は、あらかじめ選挙管理委員長に申し出なければならない。 

第７０２条 遵守事項 

傍聴者は、次の事項を遵守しなければならない。 

（１）発言しないこと 

（２）定められた席を離れないこと 

（３）議案に対する可否を表明しないこと 

（４）その他議事を妨害しないこと 

第７０３条 退席 

議長は、前条の遵守事項を守らないときは、傍聴者に退席を命じなければならない。この場合、傍聴者

は、すみやかに退席しなければならない。 

第７０４条 人数 

傍聴者の人数は、必要に応じて選挙管理委員会で決定する。 

 

第８章 附則 

第８０１条 改廃 

本規程の改廃は、本部評議員会の議決による。 

第８０２条 効力 

本規程は、２０１２年２月９日より実施する。 

２０２１年１０月７日改訂 



 
49 

議事規程 

 

第１章 総則 

第１０１条 根拠 

本規程は、本規約第 314条、第 321条、第 329条、第 340条、第 347条、第 354条にもとづき定める。 

第１０２条 会議の公開 

会議は、原則として公開する。 

ただし、本部執行委員会、支部執行委員会において理由を明らかにして非公開を決定したときは、この

限りではない。 

 

第２章 開会・閉会および議事 

第２０１条 司会 

会議の司会者は、本部大会、本部評議員会においては本部書記長及び本部執行委員会で指名された者が、

支部大会、支部評議員会においては、支部書記長及び支部執行委員会で指名された者があたり、議長決

定までの会議の責任をもつ。そのため司会者は、本規約第 311 条、第 318 条、第 337 条、第 343 条の成

立を確認の上これを会議に報告する。 

第２０２条 議長および副議長の選出 

議長および副議長の選出は、原則次の通りとする。 

（１）本部大会 

   司会の進行により、議長団 2名以上を本部大会代議員の中から互選する。 

（２）本部評議員会 

   司会の進行により、議長団 2名以上を本部評議員の中から互選する。 

（３）本部執行委員会 

   規約第 326条の通り、本部執行委員長が務める。 

（４）支部大会 

   司会の進行により、議長団 2名以上を支部大会代議員の中から互選する。 

（５）支部評議員会 

   司会の進行により、議長団 2名以上を支部評議員の中から互選する。 

（６）支部執行委員会 

   規約第 351条の通り、支部執行委員長が務める。 

第２０３条 議長団 

議長団は、当該会議の責任者として議長を互選する。議事運営は、原則として交代で議長、副議長を務

めるものとする。 

第２０４条 開会および閉会 

議長の宣言により議事を開始および終了する。 

第２０５条 議事日程 

議事日程は、議場にはかって決定する。 

第２０６条 議長の役割 

議長の役割は次の通りとする。 

（１）議場の秩序を保持し、議場を整理する。 

（２）規約および本規程に従い、常に公正な立場で議事を運営する。 

（３）書記を任命して議事録を調整せしめ、会議を代表する。 

（４）会議の構成員または傍聴人、その他会議の列席者が議場において秩序を乱し、議場を混乱に陥れ
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るときは、その行為の中止あるいは退場を命じることができる。 

（５）休憩、延会、流会、閉会の宣言をすること。 

第２０７条 副議長の役割 

副議長は、議長を補佐し、議長事故などあるときは、これを代行する。 

第２０８条 議長の討論 

議長が討論に参加しようとするときは、副議長と交代し、議長席から退いて討論に参加しなくてはなら

ない。 

この場合、当該の議案が採決されるまで、原則議長にもどれない。 

第２０９条 議長の交代 

議長に関する緊急動議が採択されたとき、議長は、副議長と直ちに交代しなければならない。 

第２１０条 議長の採決参加の禁止 

議長は、採決に加わることはできない。ただし、採決が同数のときは採決を行う。 

なお、副議長は、採決に加わるものとする。 

第２１１条 書記の役割 

書記の役割は、次の通りとする。なお、討論、採決に加わることはできない。 

（１）発言を整理し、議長の議事進行を補佐する。 

（２）議事録の整理と作成をする。その際、議長の署名を受ける。 

第２１２条 議事運営委員会 

本部・支部大会では、必要により議事運営委員会を設けることができる。議事運営委員は、大会代議員

の中から選出する。議事運営委員会の役割は、次の通りとする。 

（１）成立の確認 

（２）議事日程に関する事項 

（３）会議の混乱その他事故あるときの処置 

（４）議案の受付ならびにその取扱い 

（５）投票および開票の管理 

（６）その他議事進行上必要な事項 

第２１３条 議事進行の順位 

議事の進行は、次の通りとする。 

（１）議案の提案説明 

（２）議案に対する質疑応答 

（３）議案に対する討論 

（４）採決 

第２１４条 発言 

発言は、次の通りとする。 

（１）発言するときは、挙手し、議長が承認した後、自己の所属、姓を告げた上行う。 

（２）発言は、指定された議席より行う。 

（３）発言は、討論中の議題に限り、発言中は妨害してはならない。ただし、議事規程違反の場合は、

これを指摘することができる。 

第２１５条 発言の優先権 

質問および討論の場合、これまでに発言しなかった者は、すでに発言した者より優先して発言できる。 

第２１６条 議事進行に関する発言 

議事進行に意見あるものは、議長に議事進行に関し、意見を述べ、注意を喚起することができる。 

第２１７条 宣言の効果 
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議長宣言に反する発言はできない。ただし、議長の裁定に対する抗告はこの限りではない。 

第２１８条 関係者の発言 

会議が必要と認めた場合、関係者に報告、説明、答弁を求めることができる。その場合、関係者の発言

は、会議の求める範囲を超えてはならない。 

 

第３章 議案 

第３０１条 説明 

議題になった議案に対し、議長は、まず提案者に説明を求める。議案の内容が簡単で改めて説明の必要

のない事柄については、議場にはかって提案者の説明を省略することができる。 

第３０２条 質疑 

提案説明に対する質疑は、議題に関する限り、制限は受けない。 

第３０３条 討論 

討論は、はじめに賛成または反対の旨を明らかにしてから発言する。また、同時に 2 つ以上の議題を討

論することはできない。 

 

第４章 動議 

第４０１条 動議の種類 

動議の種類は、次の通りとする。 

（１）一般動議 

（２）緊急動議 

第４０２条 一般動議 

一般動議は、議案に対する修正動議であり、議長に申し出る。ただし、大会の場合は、原則として事前

に動議の内容を文書で、本部大会は本部書記長を、支部大会は支部書記長を経て議長に提出しなければ

ならない。なお、この場合、動議提出者が自ら動議を取り下げる以外は、必ず議長に提出しなければな

らない。 

第４０３条 一般動議の採用 

議長は動議の採否を会議にはかり、動議提出者以外で 1人以上の賛成を得て議題とする。 

動議の提出者は、その賛成者の同意を得て撤回をすることができる。ただし、一旦採決された動議は、4

分の 3以上の同意がなければ撤回できない。 

第４０４条 緊急動議 

次の緊急動議は、審議中であっても提出できる。 

（１）休憩 

（２）休会（延会）または閉会 

（３）議事日程の変更 

（４）議長の議事進行に対する不信任の抗告 

（５）議事が規約、規程どおりに行われないことを正すための議事進行に対する事項 

（６）動議提出者がその動議を取り下げることを要求する動議撤回の事項 

（７）動議提出者がその動議の修正を要求する動議修正の事項 

（８）採決要求 

（９）保留 

（１０）緊急事項 

（１１）その他議長が必要と認めた事項 

第４０５条 緊急動議の処置 
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動議は、次の場合を除き、取り上げなければならない。 

（１）構成員が発言しているとき 

（２）投票をおこなっているとき 

（３）議長が採決を宣言したとき 

（４）前条 4号、5号を除き、議長がその必要をみとめないとき 

第４０６条 緊急動議の優先順位 

動議は、同一議案に対し原則として同時に 2 つ以上提出することはできない。ただし、本規程 404 条の

うち、1号、2号、4号、5号、6号、7号は、他より優先する。 

第４０７条 説明 

議題になった動議に対し、議長は、まず提案者に説明を求める。動議の内容が簡単で改めて説明の必要

のない事柄については、議場にはかって提案者の説明を省略することができる。 

第４０８条 質疑 

提案説明に対する質疑は、議題に関する限り、制限は受けない。 

第４０９条 討論 

討論は、はじめに賛成または反対の旨を明らかにしてから発言する。 

 

第５章 採決 

第５０１条 採決の宣言 

議長は、採決を行う前に必ず採決に附してよいか問わなければならない。これに対して異議がないとき

は、議題と採決に附することを宣言し、採決を行う。 

第５０２条 採決の順序 

採決の順序は、修正案を先にし、原案は後にする。 

第５０３条 採決の方法 

採決の方法は、原則として無記名投票によることとし、挙手その他の方法は、提案され認められたとき

に用い得るものとする。 

第５０４条 結果の宣言 

採決後、議長は直ちに当該議案の可決または否決を宣言しなければならない。 

 

第６章 異議 

第６０１条 抗告 

議長の裁定に異議のある者は、抗告できる。 

第６０２条 抗告動議の取扱い 

抗告動議が提出されたとき、議長は直ちに交代する。交代した議長は、抗告動議の成立を会議にはかり、

議決権を有する出席構成員の 3分の 1以上の賛成を得て抗告動議の成立を宣言する。 

２．前項の抗告動議が成立しない場合は、議長は直ちに復帰しなければならない。 

第６０３条 抗告動議の採決 

抗告動議が成立したとき交代した議長は、抗告者に抗告理由の説明を求め、抗告を受けた議長にこれに

対する弁明を行わせた後、直ちに採決に附す。 

第６０４条 抗告動議採決後の処理 

抗告動議が可決されたとき交代した議長は、議事を抗告前の状況に戻す。このとき抗告を受けた議長は、

その議題の審議が終了するまで議長になれない。 

２．抗告動議が否決されたときは、抗告を受けた議長が議長に復帰する。 
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第７章 議事録 

第７０１条 議事録の取扱い 

議事録は、議長が任命した書記が作成し、書記局が保管する。組合員の請求があるときは、閲覧させな

ければならない。議事録は、議長、副議長および書記の署名捺印を要する。 

第７０２条 記入事項 

議事録は、会議の種別ごとに作成し、次の事項を記入する。 

（１）会議の種類、日付、場所および出席人員 

（２）議長、副議長および書記の氏名 

（３）報告事項の要点と質疑の大要 

（４）全ての議題、動議は、その決定および提出者の氏名 

（５）採決の方法および結果 

（６）開会、閉会の時刻 

（７）その他必要と認める事項 

 

第８章 傍聴者 

第８０１条 手続き 

傍聴を希望する者は、あらかじめ本部の会議は本部書記局に、支部の会議は支部書記局に申し出なけれ

ばならない。 

第８０２条 遵守事項 

傍聴者は、次の事項を遵守しなければならない。 

（１）発言しないこと 

（２）定められた席を離れないこと 

（３）議案に対する可否を表明しないこと 

（４）その他議事を妨害しないこと 

第８０３条 退席 

議長は、前条の遵守事項を守らないときは、傍聴者に退席を命じなければならない。この場合、傍聴者

は、すみやかに退席しなければならない。 

第８０４条 人数 

傍聴者の人数は、必要に応じて執行委員会で決定する。 

 

第９章 附則 

第９０１条 改廃 

本規程の改廃は、本部評議員会の議決による。 

第９０２条 効力 

本規程は、２０１０年６月１８日より実施する。 

     ２０２０年１０月８日改訂 

２０２１年１０月７日改訂 

２０２２年８月１９日改訂 
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組織運営規程 

 

第１章 総則 

第１０１条 根拠 

本規程は、本規約第 305条にもとづき定める。 

 

第２章 本部執行機関 

第１節 委員会 

第２０１条 設置 

本部執行委員会は、組合執行業務について企画・研究・立案・実践するために必要に応じ、本部委員会

をおくことができる。 

第２０２条 構成 

本部委員会は、本部執行委員会において任命された本部役員および支部役員をもって構成する。 

第２０３条 本部プロジェクト 

本部執行委員会は、必要に応じて特定のテーマについて、期間を限定し、調査研究と企画立案する本部

プロジェクトを設置することができる。構成員は、その都度、本部執行委員会で任命する。 

 

第２節 本部書記局 

第２０４条 設置 

本部執行委員会のもとに本部書記局を設置する。本部書記局は、本部書記長の統括下に置く。 

第２０５条 構成 

本部書記局は、本部執行委員会において任命された本部書記スタッフと本部書記長、本部書記次長をも

って構成する。 

第２０６条 業務 

本部書記局は、組合業務の連絡調整をはかり主な業務は次の通りとする。 

（１）本部書記長は、組合印の保管 

（２）組合員へのサービス活動 

（３）会計責任者からの指示による、組合会計の管理・運営 

（４）渉外に関する事項 

（５）本部・支部間、支部間および委員会等との連絡調整 

（６）書類の整備と保管 

（７）その他日常諸般の業務 

 

第３節 その他本部会議体 

第２０７条 全国委員長会議 

全国委員長会議は、本部執行委員長が必要により招集し、開催することができる。 

第２０８条 全国書記長会議 

全国書記長会議は、本部書記長が必要により招集し、開催することができる。 

第２０９条 委員会担当会議 

委員会担当者別会議は、本部委員会が必要に応じて招集し、開催することができる。 

第２１０条 その他本部会議体 

本部執行委員会は、必要に応じて会議を招集し、開催することができる。 
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第３章 支部執行機関 

第１節 担当 

第３０１条 設置 

支部執行委員会は、支部執行業務について企画・研究・立案・実践するために必要に応じ、担当をおく

ことができる。 

第３０２条 構成 

支部の担当は、支部執行委員会において任命された支部役員をもって構成する。 

第３０３条 支部プロジェクト 

支部執行委員会は、必要に応じて特定のテーマについて、期間を限定し、調査研究と企画立案する支部

プロジェクトを設置することができる。構成員は、その都度、支部執行委員会で任命する。 

 

第２節 支部書記局 

第３０４条 設置 

支部執行委員会のもとに支部書記局を設置する。支部書記局は、支部書記長の統括下に置く。 

第３０５条 構成 

支部書記局は、支部執行委員会において任命された支部書記スタッフ、支部書記長、支部書記次長をも

って構成する。なお、支部書記次長が選出されていない場合は、支部執行委員会において支部役員の中

から若干名おくことができる。 

第３０６条 業務 

支部書記局は、組合業務の連絡調整をはかり主な業務は次の通りとする。 

（１）支部書記長は、組合印の保管 

（２）組合員へのサービス活動 

（３）会計責任者からの指示による、組合会計の管理・運営 

（４）渉外に関する事項 

（５）本部・支部間、支部間および担当などとの連絡調整 

（６）書類の整備と保管 

（７）その他日常諸般の業務 

 

第３節 職場委員 

第３０７条 設置 

職場委員は、支部・分会での活動が円滑に行うために、本部執行委員会にて承認後に設置することがで

きる。 

第３０８条 構成 

職場委員は支部執行委員会が推薦し、本部執行委員会において任命された者をもって構成する。 

ただし、直轄分会においては、当該支部四役が推薦し、本部執行委員会において任命された者をもって

構成する。 

第３０９条 業務 

職場委員は、在籍する分会・職場区の職場環境改善など、現場活動を行う。
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第４章 附則 

第４０１条 改廃 

本規程の改廃は、本部評議員会の議決による。 

第４０２条 効力 

本規程は、２０１０年６月１８日より実施する。 

２０１２年６月１５日改訂 

２０１４年４月１０日改訂 

２０１５年５月１５日改訂 

２０１９年１０月３日改訂 

２０２０年１０月８日改定 

 ２０２１年１０月７日改訂 
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支部規程 

 

第１章 総則 

第１０１条 根拠 

本規程は、本規約第 305条、第 344条にもとづき定める。 

 

第２章 支部評議員会の分散開催 

第２０１条 目的 

支部評議員会において、より組合員の意見を反映させ議決をするために、支部評議員会の分散開催をす

ることができる。 

分散開催できる支部は、次の通りとする。 

（１）三越伊勢丹支部 

（２）仙台三越支部 

（３）名古屋三越支部 

（４）岩田屋三越支部 

（５）エムアイフードスタイル支部 

（６）エムアイカード支部 

（７）三越伊勢丹ビジネス・サポート支部 

（８）三越伊勢丹プロパティ・デザイン支部 

（９）三越伊勢丹ヒューマン・ソリューションズ支部 

第２０２条 分散開催の決定 

前条の支部は、必要に応じて支部執行委員会で支部評議員会の分散開催決定し、支部評議員に議案とと

もに通知しなくてはならない。 

２．前項の通知を受けた支部評議員から分散開催に対する異議がある場合は、分散開催はできない。 

第２０３条 開催方法 

分散して行う期間は、原則 1 週間以内とする。また、その範囲内での開催回数は、支部執行委員会で定

める。 

第２０４条 出席 

分散開催期間の中で支部評議員が、重複して出席した場合は、最初に出席した回以外は、オブザーバー

参加とする。 

第２０５条 議長 

各回とも原則、議長団２名以上を支部評議員中からその都度互選する。 

第２０６条 採決 

採決は、各回の採決を累積し議決するものとする。 

２．分散開催中の採決方法は、同じ方法で行われなければならない。 

第２０７条 2回目以降の分散開催での提案 

2回目以降の分散開催では、前回の議事録を報告し、審議決定の過程を明らかにしなければならない。な

お、提案内容は、開催ごとに異なるものであってはならない。 

第２０８条 一般動議の取扱い 

一般動議の取扱いは、それが採決された時点で分割開催の評議員会は無効とし、支部評議員会を別途一

括開催し、動議を審議するものとする。 
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第２０９条 結果報告 

分散開催が終了し、議決された内容は、速やかに構成員に報告されなければならない。 

第２１０条 疑義の取扱い 

分散開催にかかわる議事に疑義が生じた場合は、支部評議員会で解決するものとする。 

 

第３章 分会運営 

第３０１条 分会担当の選出 

分会を設置する支部は、支部執行委員会において、支部役員および支部評議員の中から、分会担当を任

命することができる。 

また、分会を代表し分会活動を統括する分会長を 1名任命する。 

第３０２条 分会ミーティングの設置 

分会を設置する支部は、支部執行委員会のもと分会ミーティングを設置することができる。分会ミーテ

ィングは、分会長の統括下に置く。 

第３０３条 構成 

分会ミーティングは、本規程第 301条にて選出された分会担当をもって構成する。 

第３０４条 業務 

分会ミーティングは、組合業務の連絡調整をはかり主な業務は次の通りとする。 

（１）分会執行業務全般に関する企画立案と連絡調整 

（２）経営対策、福祉政策等に関する調査、研究、立案業務 

（３）渉外に関する事項 

（４）書類の整備と保管 

（５）その他日常諸般の業務 

 

第４章 統括支部および関連グループ支部 

第４０１条 統括支部の取扱い 

統括支部においては、各々構成する支部および直轄分会の取扱いを以下の通りとする。 

（１）統括支部を構成する支部については、支部規程を適用する。 

（２）統括支部を構成する直轄分会については直轄分会規程を適用する。 

第４０２条 関連グループ支部の取扱い 

グループ支部においては、関連グループ支部Ⅰ、Ⅱを各々構成する直轄分会の取扱いを以下の通りとする。 

（１）グループ支部を構成する直轄分会については直轄分会規程を適用する。 

 

第５章 附則 

第５０１条 改廃 

本規程の改廃は、本部評議員会の議決による。 

第５０２条 効力 

本規程は、２０１０年６月１８日より実施する。 

２０１４年４月１０日改訂            ２０１８年７月１７日改訂 

２０１５年５月１５日改訂            ２０１９年１０月３日改訂 

２０１６年５月１７日改訂            ２０２０年１０月８日改定 

２０１８年５月２２日改訂            ２０２１年１０月７日改訂 

                  ２０２２年８月１９日改訂 
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直轄分会規程 

 

第１章 総則 

第１０１条 根拠 

本規程は、本規約第 305条にもとづき定める。 

 

第２章 直轄分会総会 

第２０１条 構成 

直轄分会総会は、直轄分会組合員および当該支部役員をもって構成する。 

第２０２条 成立 

直轄分会総会は、直轄分会組合員の 2分の 1以上の出席により成立する。 

第２０３条 招集 

直轄分会総会は、次の場合、当該支部執行委員長が招集する。 

（１）当該支部執行委員長が必要と認めたとき 

（２）直轄分会評議員会が必要と認めたとき 

（３）直轄分会組合員の 3分の 1以上の連署による請求があったとき 

２．直轄分会総会を開催する場合は、少なくとも 3 日前までに日時、場所、議案等の必要事項を告示す

る。ただし、団体交渉時は必要に応じて直轄分会総会を招集することができる。 

３．1項 2号および 3号の請求があった場合、支部直轄分会は当該支部執行委員長がすみやかに直轄分会

総会を招集しなければならない。 

第２０４条 開催 

前条の開催は、原則、同時開催とするが、事業所の分散等の事由の場合、一定期間内に分散開催すること

ができる。開催方法は、統括支部直轄分会および関連グループ支部直轄分会は本部執行委員会で、その他

の支部直轄分会は当該支部執行委員会で定める。 

ただし、直轄分会組合員から分散開催に対する異議がある場合は、統括支部直轄分会および関連グループ

支部直轄分会は本部執行委員会で、その他の支部直轄分会は当該支部執行委員会でその異議を審議し、合

理的理由が認められない限りは、分散開催はできない。 

分散開催できる直轄分会は、次の通りとする。 

（１）北海道統括支部 函館丸井今井直轄分会 

（２）北海道統括支部 北海道百科直轄分会 

（３）関連グループ支部Ⅰ レオテックス直轄分会 

（４）関連グループ支部Ⅱ 三越伊勢丹ソレイユ直轄分会 

（５）関連グループ支部Ⅱ 三越伊勢丹ギフト・ソリューションズ直轄分会 

（６）関連グループ支部Ⅱ スタジオアルタ直轄分会 

第２０５条 附議事項 

直轄分会総会の附議事項は、次の通りとする。 

（１）経過報告 

（２）直轄分会労働協約の締結、改廃および労働条件に関する重要な事項 

（３）本部議決機関より委任された事項 

（４）本規程第 203条にもとづく必要事項 

第２０６条 議長 

直轄分会総会の議長は、直轄分会評議員の互選とする。直轄分会評議員を設けていない直轄分会は、直

轄分会組合員の中から互選とする。 
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２．本規程第 204 条の分散開催の場合、開催ごとに議長を選出することができる。また、直轄分会評議

員から互選できない回については、直轄分会組合員の中から互選とする。 

第２０７条 採決 

直轄分会総会の議決は、出席直轄分会組合員の過半数とする。可否同数のときは、議長の決するところ

による。 

２．本規程第 204条の分散開催の場合、各回の採決を累積し議決するものとする。 

３．分散開催中の採決方法は、同じ方法で行われなければならない。 

第２０８条 2回目以降の分散開催での提案 

本規程第 204条分散開催の場合、2回目以降の分散開催では、前回の議事録を報告し、審議決定の過程を

明らかにしなければならない。なお、提案内容は、開催ごとに異なるものであってはならない。 

第２０９条 結果報告 

本規程第 204 条分散開催の場合、分散開催が終了し、議決された内容は、速やかに直轄分会組合員に報

告されなければならない。 

第２１０条 疑義の取扱い 

分散開催にかかわる議事に疑義が生じた場合は、統括支部直轄分会および関連グループ支部直轄分会は

本部執行委員会で、その他の支部直轄分会は当該支部執行委員会で解決するものとする。 

第２１１条 議事運営 

分会総会の議事運営は、「議事規程」を準用する。 

 

第３章 直轄分会評議員会 

第３０１条 構成 

直轄分会評議員会は、支部直轄分会評議員および当該支部役員で構成する。 

第３０２条 開催 

直轄分会評議員会は、次の場合に開催する。 

（１）当該支部執行委員長が必要と認めたとき 

（２）直轄分会評議員の 3分の 1以上が必要と認めたとき 

（３）直轄分会組合員の 3分の 1以上の連署による請求があったとき 

第３０３条 招集 

直轄分会評議員会は、当該支部執行委員長が行い、原則として 3 日前までにその日時、場所、議案を通

告しなければならない。 

２．前条 2号、3号の請求があった場合は、請求のあった日から 2週間以内に直轄分会評議員会を開催し

なければならない。 

第３０４条 成立 

直轄分会評議員会は、直轄分会評議員の 2分の 1以上の出席で成立する。 

第３０５条 附議事項 

本規約第 345条を準用する。 

２．前項に加え本規程第 205条を準用できる直轄分会は、次の通りとする。 

（１）関連グループ支部Ⅰ レオテックス直轄分会 

第３０６条 議決 

直轄分会評議員会の議決は、出席直轄分会評議員の過半数とする。可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 

第３０７条 議事運営 

「議事規程」を準用する。 
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第４章 分会評議員会の分散開催 

第４０１条 目的 

分会評議員会において、より組合員の意見を反映させ議決をするために、分会評議員会の分散開催をす

ることができる。 

分散開催できる直轄分会は、次の通りとする。 

（１）関連グループ支部Ⅰ レオテックス直轄分会 

第４０２条 分散開催の決定 

前条の直轄分会は、必要に応じて本部執行委員会で分会評議員会の分散開催決定し、分会評議員に議案

とともに通知しなくてはならない。 

２．前項の通知を受けた分会評議員から分散開催に対する異議がある場合は、分散開催はできない。 

第４０３条 開催方法 

分散して行う期間は、原則 1 週間以内とする。また、その範囲内での開催回数は、本部執行委員会で定

める。 

第４０４条 出席 

分散開催期間の中で分会評議員が、重複して出席した場合は、最初に出席した回以外は、オブザーバー

参加とする。 

第４０５条 議長 

各回とも原則、議長団 2名以上を分会評議員中からその都度互選する。 

第４０６条 採決 

採決は、各回の採決を累積し議決するものとする。 

２．分散開催中の採決方法は、同じ方法で行われなければならない。 

第４０７条 2回目以降の分散開催での提案 

2回目以降の分散開催では、前回の議事録を報告し、審議決定の過程を明らかにしなければならない。な

お、提案内容は、開催ごとに異なるものであってはならない。 

第４０８条 一般動議の取扱い 

一般動議の取扱いは、それが採決された時点で分割開催の評議員会は無効とし、分会評議員会を別途一

括開催し、動議を審議するものとする。 

第４０９条 結果報告 

分散開催が終了し、議決された内容は、速やかに構成員に報告されなければならない。 

第４１０条 疑義の取扱い 

分散開催にかかわる議事に疑義が生じた場合は、分会評議員会で解決するものとする。 
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第５章 附則 

第５０１条 改廃 

本規程の改廃は、本部評議員会の議決とする。 

第５０２条 効力 

本規程は、２０１０年６月１８日より実施する。 

２０１２年４月１２日改訂 

２０１２年６月１６日改訂 

２０１２年１０月１日改訂 

２０１３年４月１日改訂 

２０１４年４月１０日改訂 

２０１５年５月１５日改訂 

２０１６年５月１７日改訂 

２０１７年１０月５日改訂 

２０１８年５月２２日改訂 

２０１８年１０月４日改訂 

２０１９年５月１６日改訂 

２０１９年１０月３日改訂 

２０２０年１０月８日改 

２０２１年１０月７日改訂 

２０２２年８月１９日改訂 
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全員投票規程 

  

第１章 総則 

第１０１条 根拠 

本規程は、本規約第 306条、第 333条にもとづき定める。 

 

第２章 全員投票 

第１節 全員投票管理委員会 

第２０１条 地位と設置 

全員投票を公正かつ民主的に行うため全員投票管理委員会を設置する。 

第２０２条 構成 

全員投票管理委員会は、選挙管理委員会構成員をもって構成し、選挙管理委員を全員投票管理委員とす

る。 

第２０３条 開催 

全員投票管理委員会は、本部大会において規約 312 条 11 号、13 号のうち組合の解散、14 号、15 号の議

案が議決されたのちすみやかに本部執行委員長の要請により開催する。また、支部大会において規約第

338条 10号の議案が議決されたのちすみやかに支部執行委員長の要請により開催する。 

第２０４条 招集 

全員投票管理委員会の招集は、全員投票管理委員長が行い、目的・議案およびその内容を通告しなけれ

ばならない。 

第２０５条 成立 

全員投票管理委員会は、構成の 2分の 1以上の出席により成立する。 

第２０６条 事務 

全員投票管理委員会は、次の事務を行う。 

（１）全員投票の公報と告示 

（２）投票用紙の作成と配布 

（３）投票および開票の管理および立会人の指定 

（４）議決の確認と発表 

（５）その他全員投票に関する必要な事項 

   ただし、全員投票管理委員会は選挙規程第 102 条に基づき、全員投票事務者を委嘱することがで

きる。 

第２０７条 委員長・副委員長の選出 

全員投票管理委員長、全員投票管理副委員長は、各１名とし、全員投票管理委員長には選挙管理委員長

が、全員投票管理副委員長には選挙管理副委員長が任にあたる。 

第２０８条 議長 

全員投票管理委員会の議長は、全員投票管理委員長とする。 

第２０９条 議決 

議決は、出席構成員の過半数とする。可否同数のときは、議長の決するところによる。 

第２１０条 委任 

全員投票管理委員は、その権限を委任することができない。 

第２１１条 書記 

全員投票管理委員会の書記は、全員投票管理委員中より全員投票管理委員長が任命する。 
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第２節 議案および投票権 

第２１２条 議案 

全員投票を行う議案は、討議機関で討議した後、大会で議決したものでなければならない。 

第２１３条 投票権 

当該組合員が投票権を有する。ただし、告示後の加入者は、当該全員投票の投票権を有しない。 

 

第３節 投票 

第２１４条 投票方法 

全員投票は、一人一票であり、全組合員の直接無記名投票により行う。 

第２１５条 不在者投票 

投票日に不在となる者は、全員投票管理委員会が定めた期間、方法で投票する。ただし、委任投票は認

めない。 

 

第４節 議決 

第２１６条 議決 

議決は、規約第 313条、または第 339条に準ずる。 

第２１７条 公示 

前条により議決が決定したときは、その結果を直ちに本部執行委員長へ通告し、当該組合員に公示しな

ければならない。 

 

第５節 疑義 

第２１８条 疑義 

全員投票に関して疑義があるときは、全員投票管理委員会に行い、全員投票管理委員会において判定し、

本部評議員会の承認を得る。 

 

第３章 附則 

第３０１条 改廃 

本規程の改廃は、本部評議員会の議決とする。 

 

第３０２条 効力 

本規程は、２０１０年６月１８日より実施する。 

２０１２年２月９日改訂 

２０２１年１０月７日改訂 
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賞罰規程 

 

第１章 総則 

第１０１条 根拠 

本規程は、本規約第 807条にもとづき定める。 

第１０２条 適用 

本規則は、組合員の表彰および処罰に適用する。 

 

第２章 賞罰委員会 

第２０１条 設置 

組合員の表彰および処罰に関し、適切公正な運用を行うため賞罰委員会を設置する。 

第２０２条 賞罰委員の選出および定数 

賞罰委員会は、本部役員または監査委員の中から 7名を選出し、うち本部役員より 3名、監査委員より 4

名を選出する。 

第２０３条 賞罰委員の資格 

原告・被告およびこれらの縁戚関係者、同一職場区の者、また、当該事由の関係者は、その事由を審査

する賞罰委員となることはできない。 

第２０３条 賞罰委員長 

賞罰委員長は、賞罰委員会を代表し、賞罰委員の互選により選出する。 

第２０４条 成立 

賞罰委員会は、賞罰委員の全員の出席をもって成立する。 

第２０５条 議決 

賞罰委員会の議決は、多数決とし、直接無記名投票により判定するものとする。 

 

第３章 表彰 

第３０１条 手続き 

本規約第 802条（１）の特別表彰は、次の手続きで行う。 

（１）表彰の窓口は、本部執行委員会とする。 

（２）本部執行委員会は推薦を受けた場合、直ちに調査し、内容を確認の上、必要あるときは、賞罰委

員会を設置し審議する。 

（３）賞罰委員会の報告を受け、本部執行委員会にて議決する。 

第３０２条 表彰の方法 

本規約第 802 条に該当する特別表彰は、表彰状または感謝状をもって行い、あわせて記念品を贈る。な

お、贈呈の基準は次の通りとする。 

 贈呈基準：10万円以内 

２．本規約第 802条の活動表彰については、表彰状または感謝状をもって行い、あわせて記念品を贈る。 

贈呈基準：原則 1万円以内 

第３０３条 表彰の公示 

本規約第 802条に該当する特別表彰は、公示する。 

第３０４条 表彰の実施 

表彰は、原則として本部大会において実施する。 

 

第４章 処罰 
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第４０１条 組合員処罰に関する手続き 

処罰の手続きは、次の通りとする。 

（１）組合員が規約第 803 条の各号に該当すると認められたときは、制裁を要求する組合員がその理由

を明記し、書面をもって本部執行委員会に届け出る。 

（２）届け出のあったとき、賞罰委員会は速やかに賞罰の内容について判定し、その判定を本部執行委

員会に報告する。の届け出を撤回したときは、この限りではない。なお、賞罰委員会の活動は届け

出がされてから原則 1週間以内に行わなければならない。 

（３）賞罰委員会の報告を受け、本部執行委員会にて議決する。 

第４０２条 役員・監査委員・評議員・代議員および選挙管理委員の処罰に関する手続き 

 役員・監査委員・評議員・代議員および選挙管理委員の処罰の手続きは、次の通りとする。 

（１）役員・監査委員・評議員・代議員および選挙管理委員が規約第 804 条の各号に該当すると認めら

れたときは、制裁を要求する組合員がその理由を明記し、書面をもって本部執行委員会に届け出る。 

（２）届け出のあったとき、賞罰委員会は速やかに賞罰の内容について判定し、その判定を本部執行委

員会に報告する。の届け出を撤回したときは、この限りではない。なお、賞罰委員会の活動は届け

出がされてから原則 1週間以内に行わなければならない。 

（３）賞罰委員会の報告を受け、本部執行委員会にて議決する。 

第４０３条 処罰の決定 

処罰の決定は、本部執行委員会での決議とする。 

第４０４条 調査および事情聴取 

賞罰委員会は、審議のために調査し、本人およびその他関係のある者につき事情を聴取することができ

る。組合員は、賞罰委員会から事情聴取の要請があった場合、正当な理由がない場合これに応じなけれ

ばならない。 

第４０５条 抗弁の機会 

審査を受ける者は、理由を告げ、かつ抗弁の機会ならびに弁護人の選出を補償される。 

第４０６条 弁護人 

審査を受ける者は、組合員中から２名の弁護人を選任することができる。 

なお、審査を受ける者の弁護を希望する組合員は、決定に先立ち賞罰委員会に弁護を申請することがで

きる。 

第４０７条 出頭 

審査を受ける者が、正当にして十分な理由を挙げず審査のため指定された日時および場所に出頭しない

とき、委員会は出頭しているものとして証拠を取ることができる。 

第４０８条 証人申請 

審査を受ける者は、自らまたは弁護人を通じて証人を申請し、また反証を提出し、自分に対して反対証

言するすべての証人に対して質問する権利を有する。 

第４０９条 証拠の不採用 

自白を強要するなど、不当な圧迫により審査を受ける者に不利益な立場を与えたときは、これを証拠と

して採用しまたは判定のための基礎的事項となし得ない。 

第４１０条 討論 

審査のため必要と認められるときは、証人と他の証人または審査を受ける者と討論させることができる。 

第４１１条 審査判定 

審査判定は、これを裏付ける十分な証拠がなければならない。 

第４１２条 異議申し立て権 

如何なる場合においても組合員は、規約により意義の申し立て権を行使しつくすまでは、救済を求める
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ために民事訴訟をなすことはできない。 

第４１３条 再審 

賞罰委員会の判定を受け本部評議員会での議決に不服の場合は、1週間以内に本部執行委員長を経て本部

執行委員会に再審の請求ができる。ただし、再審の場合の賞罰委員会は、構成員の 5 分の 3 は、他の委

員と変更しなければならない。 

第４１４条 公開 

賞罰委員会は、原則として公開する。ただし、審査を受ける者の意思によりこれを拒んだとき、および

審査を受ける者の人格、名誉に関する事項があるときは、審査を受ける者の意思を確認し、委員会を一

時非公開とすることができる。 

第４１５条 控訴 

審査を受けた者または届け出をした者が、再審の賞罰委員会の判定を不当と認めたときは１週間以内に

控訴を要求することができる。 

第４１６条 控訴後の決定 

控訴のときは、本部評議員会で審査し決定する。 

第４１７条 確定までの身分保障 

処罰が確定するまで、組合員の身分を保証する。 

第４１８条 通告および公示 

本部執行委員会で処罰が決定した場合は、３日以内に本部執行委員長が議決した機関名をもって文書に

より審査を受けた者に通告する。また賞罰委員会が必要と認めた場合は、公示することができる。 

なお、本部執行委員長がその該当者である場合は、議決した機関会議の議長が行う。 

 

第５章 附則 

第５０１条 改廃 

本規程の改廃は、本部評議員会の議決とする。 

第５０２条 効力 

本規程は、２０１０年６月１８日より実施する。 

２０１５年５月１５日改訂 

２０１７年１０月５日改訂 

２０２１年１０月７日改訂 
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会計規程 

 

第１章 総則 

第１０１条 根拠 

本規程は、本規約第 331条、第 1103条、第 1110条、第 1121条、第 1124条、第 1212条にもとづき定め

る。 

 

第２章 組合費の徴収 

第２０１条 組合費の徴収 

規約第 1103条にもとづき組合費は徴収する。 

第２０２条 算出対象となる賃金 

組合費の算出対象とする月例賃金は、「基準内賃金のうち、本給または本給に相当する賃金とする。 

２．組合費の算出対象とする賞与は、「賞与」および「業績に連動する賞与」とする。なお、賞与の支給

される時期・回数は問わない。ただし、臨時に支給される賃金からの徴収は、本部執行委員会の決

議により徴収しないことがある。 

第２０３条 算出対象となる賃金額 

算出対象となる月例および賞与の賃金額は、欠勤・無給の休暇・休職・短時間勤務・遅早退などによる

賃金控除が反映された後の金額とする。 

第２０４条 基準日 

組合費徴収の基準日は次の通りとする。 

（１）月例賃金は、毎月 1 日に組合員として在籍している場合、当該月例賃金の総額を算出基準として

徴収する。 

（２）賞与は、賞与支給月 1 日に組合員として在籍している場合、当該賞与の総額を算出基準として徴

収する。 

２．死亡により退職した場合は、1日に組合員として在籍していても、以後の月例賃金・賞与からの徴収

は行わない。 

 

第３章 伝票および帳簿 

第３０１条 帳簿および伝票・書類 

本組合は、次の会計帳簿を置く。 

（１）総勘定元帳 

（２）現金出納帳 

（３）銀行勘定帳 

（４）仕訳伝票 

（５）借方伝票 

（６）貸方伝票 

（７）証憑書類 

第３０２条 台帳 

本組合は、次の台帳を置く。 

（１）組合費徴収台帳 

（２）什器備品台帳 

（３）有価証券台帳 

第３０３条 一般会計勘定科目 
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一般会計の勘定科目は、次の通りとする。 

１．資産・負債・正味財産勘定 

（１）資産  現金・預金・有価証券・未収金・未収収益・仮払金・前払金・立替金・建物及び建物付

属設備・什器備品・土地・出資金・保証金・リゾート施設修繕積立預金 

（２）負債及び正味財産  未払金・預り金・仮受金・前受金・長期前受金・固定資産等見返勘定・積

立金・剰余金 

２．収支勘定 

（１）経常収入  組合費（組合員拠出金(本給)、組合員拠出金(賞与)）・施設利用料収入(メンバー利

用料･ハワイ現地利用料))・受取利息(受取利息･受取利息(外貨))・受取配当金(ＨＤ

Ｓ株受取配当金･その他受取配当金) 

（２）臨時収入  雑収入 為替差益・有価証券売却益・その他雑収入 

（３）特別会計繰入金収入  闘争特別会計繰入金収入(闘争特別会計繰入金収入、愛の募金特別会計繰

入金収入)・前年度繰越金 

（４）前年度繰越金  前年度繰越金(収支) 

（５）事業費  本部活動費(書記局費･労働福祉対策費･組織対策費･経営対策費･広報費･選挙管理費･レ

クリエーション費･社会貢献活動費･ダイバーシティ推進費・ＩＭキッズ活動運営費・

活動委員会活動費・上部団体活動参加費)・本部教育費(組合員教育費･能力開発費･役

員教育費)・本部渉外費(応接交通費･会費)・本部会議交通費(本部会議費･本部会議交

通費･旅費)・支部活動費(三越伊勢丹支部活動費･北海道統括支部活動費･仙台三越支部

活動費･新潟三越伊勢丹支部活動費･静岡伊勢丹支部活動費･名古屋三越支部活動費･広

島三越支部活動費･高松三越支部活動費･松山三越支部活動費･岩田屋三越支部活動費･

エムアイフードスタイル支部活動費･エムアイカード支部活動費･三越伊勢丹ビジネ

ス・サポート支部活動費・三越伊勢丹プロパティ・デザイン支部活動費・三越伊勢丹

システム・ソリューションズ支部活動費・三越伊勢丹ヒューマン・ソリューションズ

支部活動費・三越伊勢丹ニッコウトラベル支部・関連グループ支部Ⅰ活動費･関連グル

ープ支部Ⅱ活動費) 

（６）事務費  人件費(給料･時間外･深夜業手当･休日手当･職務･行動手当･賞与･共済会費･社会保険

料･福利厚生費・確定拠出年金関連費)・物件費(通信費･消耗品費･リースレンタル料･

建物及び建物付随設備購入費･什器備品購入費･水道光熱費･印刷費･図書新聞費･ネッ

トワークシステム関連費･修繕･営繕費・契約料･支払手数料･振込手数料･租税公課･雑

費) 

（７）リゾート施設関連費  国内リゾート施設関連費(国内施設関連費)・海外リゾート施設関連費(海

外施設関連費) 

（８）上部団体費 ＵＡゼンセン拠出金 

（９）共済会費  共済会拠出金・医療共済補助金 

（１０）特別会計繰入金  闘争特別会計繰入金・愛の募金特別会計繰入金 

（１１）雑損失  雑損失 為替差損・有価証券売却損・その他雑損失 

（１２）予備費  予備費 

（１３）剰余金  剰余金 

第３０４条 特別会計勘定科目 

闘争特別会計の勘定科目は、次の通りとする。 

１．資産・負債・正味財産勘定 

（１）資産  現金・預金・有価証券・未収金・未収収益・仮払金・前払金・立替金 
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（２）負債及び正味財産  未払金・預り金・仮受金・前受金・剰余金 

２．収支勘定 

（１）経常収入  受取利息・受取配当金 

（２）繰入金収入 一般繰入金収入 

（３）臨時収入  雑収入 

（４）前年度繰越金  前年度繰越金 

（５）事業費  事業費・雑費 

（６）繰入金  一般会計繰入金 

（７）剰余金  剰余金 

愛の募金特別会計の勘定科目は、次の通りとする。 

１．資産・負債・正味財産勘定 

（１）資産  現金・預金・未収金・未収収益・仮払金・前払金・立替金 

（２）負債及び正味財産  未払金・預り金・前受金・剰余金 

２．収支勘定 

（１）経常収入  愛の募金収入・他団体から受取収入 

（２）繰入金収入 一般繰入金収入 

（３）臨時収入  雑収入 

（４）前年度繰越金  前年度繰越金 

（５）事業費  事業費・雑費 

（６）繰入金 一般会計繰入金 

（７）剰余金  剰余金 

第３０５条 勘定科目の改廃 

本規程に定める勘定科目については、定期本部大会で決議された予算の科目をもって優先するものとす

る。 

第３０６条 帳簿等の保存 

本規程第 301条、第 302条の帳簿等の本部書記局での保存期間は、10年間とする。 

第３０７条 会計処理 

会計の処理に関する事項は、本規程および内規に定めるところの他、監査委員の承認を得て、会計責任

者が定める。 

 

第４章 予算および決算 

第４０１条 予算編成 

予算は、以下の通り編成する。 

（１）予算は、本部執行委員会において編成する。 

（２）予算案は、本規程第 303 条にもとづき款項目に分けて編成し、別に説明資料を添付しなければな

らない。 

第４０２条 予算の議決 

予算案は、本部執行委員会の承認を経て定期本部大会の議決を受けなければならない。 

第４０３条 予算の成立までの処置 

予算成立までの支出については、活動計画および前会計年度支出実績を勘案し、会計責任者が暫定予算

を策定し、本部執行委員会の承認を得て行う。 

第４０４条 予算の修正 

会計年度内に必要な経費に不足が生じ、予算を修正する場合は、内容に応じて次の通りとする。 
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（１）年度予算合計の修正 

（２）款項目の流用 

（３）予備費の充当 

第４０５条 予算修正の議決 

前条による予算の修正は、次の機関会議の承認を得るものとする。 

（１）前条第１号 本部大会 

（２）前条第 2号 本部評議員会 

（３）前条第 3号 本部執行委員会 

第４０６条 決算 

規約第 1111 条に定める通り、決算は、収支計算書、貸借対照表、付属明細書からなる決算書を作成し、

監査委員および組合より委嘱された公認会計士の監査を受け、正確である旨の証明書とともに本部執行

委員会の承認を経て定期本部大会の議決を受けなければならない。 

第４０７条 中間決算 

会計責任者は、3月末までに、収支計算書、貸借対照表、付属明細書からなる中間決算書を作成し、監査

委員および組合より委嘱された公認会計士の監査を受ける。 

第４０８条 決算書 

本規程 501条の決算は、一般会計と特別会計ごとに、次の決算書をもって行う。 

（１）収支計算書 

（２）貸借対照表 

（３）財産目録 

２．また、前項を総合した決算として、次の決算書を必要とする。 

（１）総合貸借対照表 

（２）総合財産目録 

（３）什器備品一覧表 

（４）監査委員会による監査報告書 

（５）公認会計士による監査証明書 

第４０９条 決算書の保存 

前条の決算書の本部書記局での保存期間は、10年間とする。 

第４１０条 会計報告 

会計責任者は、毎月本部執行委員会において、会計の進捗状況について報告しなければならない。 

 

第５章 手続きの原則および管理 

第５０１条 出納手続 

現金の出納は、原則、所定の伝票を記入の上、会計責任者の認印を受けて行う。 

２．預金の引き出しにおいては、1度に 50万円までは会計責任者の、50万円を超える場合は、本部書記

長と会計責任者の認印を受けて行う。 

第５０２条 仮払手続き 

仮払は、原則、会計責任者の認印を得て行う。 

第５０３条 支部の出納管理 

組織運営規程第 306条 3号により支部書記局で支部会計の管理・運営を行うことができる。 

２．現金の出納は、原則、所定の伝票を記入の上、支部書記長の認印を受けて行う。 

３．預金の引き出しにおいては、1度に 10万円を超える場合は、支部書記長の認印を受けて行う。 

４．支部書記局は、毎月、会計責任者に現金・預金残高および当月支出を報告する。 
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第５０４条 什器備品の管理 

購入時 1品につき 10万円以上の什器備品は、什器備品台帳に記載するとともに、現物に所定のシールを

貼付する。 

２．購入時 1品につき 10万円未満の什器備品について、会計責任者の判断により什器備品台帳に記載す

るとともに現物に所定のシールを貼付する。 

３．什器備品の管理は、書記局が行う。 

第５０５条 什器備品の処分 

前条 1 項の什器備品の処分は、本部執行委員会、前条 2 項什器備品の処分は会計責任者の承認を経た上

で台帳から削除する。ただし、その価値を喪失または破損などで使用に耐えないもので、その代替品購

入に対する予算措置がとられているものは、会計責任者が処分を決め、本部執行委員会に事後報告する。 

第５０６条 資産管理および運用 

日常運転資金を越える現金は、金融機関を通じて管理・運用する。 

第５０７条 管理・運用ガイドライン 

前条の管理・運用に必要な基準を「資産運用ガイドライン」で定める。 

２．前項の「資産運用ガイドライン」にもとづく運用は、会計責任者を中心に行い、必要応じて本部執

行委員会の承認を得る。 

 

第６章 附則 

第６０１条 改廃 

本規程の改廃は、本部評議員会の議決とする。 

第６０２条 効力 

本規程は、２０１０年６月１８日より実施する。 

２０１２年６月１５日改訂 

２０１４年４月１０日改訂 

２０１５年５月１５日改訂 

２０１６年５月１７日改訂 

２０１８年５月２２日改訂 

２０１８年１０月４日改訂 

２０１９年１０月３日改訂 

２０２０年１０月８日改 

２０２１年１０月７日改訂 
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賃金補償・手当および交通費・旅費規程 

  

第１章 総則 

第１０１条 根拠 

本規程は、本規約第 1124条にもとづき定める。 

 

第２章 手当 

第２０１条 手当の種類 

組合員に支給する手当は、次の通りとする。 

（１）補償手当 

（２）職務・行動手当 

（３）休日手当および時間外手当 

（４）職場会議・職場委員会食事補助       

第２０２条 補償手当 

組合員が組合業務に従事することにより会社より給与の支給を受けないときは、その同額を補償手当と

して補償する。 

第２０３条 職務・行動手当 

職務に応じ、下記の職務・行動手当を毎月支給する。 

職務 専従 非専従 

（１）本部執行委員長 ５０，０００円  

（２）本部副執行委員長・本部書記長 ４５，０００円  

（３）本部書記次長 ４３，０００円  

（４）本部執行委員 ４０，０００円 ２５，０００円 

（５）本部評議員  ５，０００円 

（６）監査委員  ５，０００円 

（７）支部執行委員長 ４０，０００円 ４０，０００円 

（８）支部副執行委員長・支部書記長 ３５，０００円 ２０，０００円 

（９）支部書記次長 ３３，０００円 １８，０００円 

（10）支部執行委員 ３０，０００円 １５，０００円 

（11）分会長 ２０，０００円 

（12）職場区リーダー ８，０００円 

（13）支部評議員・分会評議員 ４，０００円 

（14）本部大会代議員 １，０００円 

（15）職場委員 １，０００円 

各社労働協約に定める特別手当支給者には減額する場合がある。 

本部執行委員会で決議された者は、特別加算をおこなうことがある。 

２．兼任役員の支給は、高い額を支給する。 

第２０４条 休日手当および時間外手当 

休日手当および時間外手当の支給は、次の通りとする。 

兼任本部・支部役員（支部委員長除く）および支部評議員・大会代議員・職場委員・監査委員・選挙管

理委員が、個人の休日を利用して組合活動に従事した場合には、下記の通り休日手当を支給する。ただ

し専従者は対象としない。 
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休日手当 

休日活動手当 手当加算手当 

５００円 

１５分ごと２５０円 

最大５，０００円 

２．前項にかかわらず本部・支部役員が元日に出勤し組合活動に従事した場合には 10,000円を支給する。 

３．選挙管理委員が勤務時間を越えて機関会議に出席、または本部書記長命令する業務に従事したとき

は、１５分あたり２５０円の時間外手当を支給する。 

４．本部・支部役員および支部評議員・大会代議員・職場委員・監査委員・選挙管理委員が午後 10時か

ら午前 5時までの間に組合業務に従事したときは、別途深夜業手当を支給する。 

第２０５条 支給期日 

時間外手当および深夜業手当、休日手当、役職手当は、原則として毎月の給与支給日に支給する。 

第２０６条 職場会議・職場委員会食事補助 

職場会議・職場委員会に参加するときは、1,000円を上限に支給することができる。 

 

第３章 交通費および旅費 

第１節 交通費および旅費の種類 

第３０１条 交通費および旅費の種類 

交通費および旅費の種類は、次の通りとする。 

（１）外出交通費 

（２）国内出張旅費 

（３）海外出張旅費 

 

第２節 外出交通費 

第３０２条 外出交通費 

外出交通費は、原則として実費を支給する。ただし、往復 300 ㎞以上の地域に外出するときは、本規程

第 310条による。 

 

第３節 出張 

第３０３条 出張 

出張とは、国内は、往復 300 ㎞以上の地域で組合業務を行う、海外は、海外の地で組合業務を行うこと

とする。 

第３０４条 出張の手続き 

出張する者は、本部執行委員長の承認を得て所定の用紙に必要事項を記入の上、書記局に提出する。 

ただし、本規程第 301条第 3号は、本部執行委員会の承認を得て行う。 

第３０５条 旅費の支払い 

旅費は、原則として出張後精算払いとする。ただし、会計責任者が認めた場合は、概算による旅費を仮

払いすることができる。 

第３０６条 通信費 

通信費は、実費を支給する。 

第３０７条 不慮の事態 

出張中、やむを得ない事態により発生した費用は、本部書記長の承認により実費を支給する。 

第３０８条 定めのない支出 
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出張中、組合業務上必要な支出で本規程に定めのないものは、本部書記長の承認により実費を支給する。 

第３０９条 宿泊施設指定の取り扱い 

宿泊を伴う出張の際に宿泊施設が指定されている場合、宿泊費は実費を支給する。 

 

第４節 国内出張旅費 

第３１０条 国内出張旅費 

国内出張旅費は、交通費、宿泊費、出張日当とし、次の通りとする。 

（１）交通費 

鉄道：普通座席指定 

航空機：エコノミークラス 

その他：鉄道に準ずる 

（２）宿泊費 

東京２３区：9,500円を上限に実費    

上記以外：8,000円を上限に実費 

（３）出張日当 

宿泊した場合：１日当たり 2,000円 

日帰りの場合：１日当たり 1,000円 

第５節 海外出張旅費 

第３１１条 出張地域の区分 

出張地域を次の通り区分する。 

Ａ地域  北米、中南米、ヨーロッパ 

Ｂ地域  その他の地域、ただし、特殊な事情がある場合には、Ａ地域と同様に取り扱うことがある。 

第３１２条 国内出張との関係 

海外出張の途中、国内出張する場合の取り扱いは、本規程第３章第４節による。 

第３１３条 休日 

出張期間中の休日は、相当日数をその実情に応じて与える。 

第３１４条 海外出張旅費 

海外出張旅費は、次の通りとする。 

（１）渡航費および交通費 

（２）宿泊費 

（３）滞在費（食費・日当・身辺雑費） 

（４）その他の業務のために要した費用で組合が認めたもの 

第３１５条 渡航費および交通費 

渡航費および交通費は、次の通りとする。 

渡航費：エコノミークラス 

交通費：実費 

第３１６条 宿泊費 

宿泊費は、次の通りとするが、出張期間の総宿泊費を実費で支給する。 

Ａ地域：100ドル（ＵＳ）相当 

Ｂ地域：60ドル（ＵＳ）相当 

第３１７条 滞在費 

滞在費は、1 日につきＡ地域（北米、中南米）80 ドル(ＵＳ)相当、またはＢ地域（ヨーロッパ）70 ユー

ロ相当、Ｃ地域 70ドル(ＵＳ)相当とし、国別に定める。出張期間中は、原則として 1泊(機中泊含む)を
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1日とし、日数に応じて滞在費を支給する。 

滞在費の内訳 朝食 昼食 夕食 日当 

Ａ地域(北米・中南米) ＄80 14 14 28 24 

Ｂ地域(ヨーロッパ) €70 12 12 25 21 

Ｃ地域 ＄70 12 12 25 21 

 食事が別途支給された場合（機内食含む）は、当該分について控除する。 

Ｃ地域については、特殊な事情がある場合には、Ａ地域同様に取り扱うことがある。 

第３１８条 保険 

組合は、本人を被保険者、会社を保険金受取人とする以下の海外旅行保険を締結し、不慮の災害に対す

る給付及び遺族に対する弔慰金に充てる。 

  傷害死亡 傷害後遺障害 疾病死亡 傷害治療費用 疾病治療費用 救援費用 

保険金額 300万円 300万円 300万円 300万円 300万円 500万円 

第３１９条 雑費 

本部書記長が認めた経費は、実費を支給する。 

第３２０条 招待出張 

招待を受けて出張する場合は、必要なものに限り支給する。 

 

第４章 附則 

第４０１条 改廃 

本規程の改廃は、本部評議員会の議決とする。 

第４０２条 効力 

本規程は、２０１０年６月１８日より実施する。 

２０１２年６月１５日改訂  

２０１４年６月２０日改訂 

２０１５年５月１５日改訂 

２０１６年５月１７日改訂 

２０１９年１０月３日改訂 

２０２０年１０月８日改訂 

２０２１年１０月７日改訂 
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災害補償規程 

 

第１０１条 根拠 

本規程は、本規約第 1002条にもとづき定める。 

第１０２条 受給資格・支払額 

受給資格・支給額については、その都度本部執行委員会において決定する。 

 

附則 

第１０３条 改廃 

本規程の改廃は、本部評議員会の議決とする。 

第１０４条 効力 

本規程は、２０１０年６月１８日より実施する。 

          ２０２１年１０月７日改訂 
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闘争特別会計規程 

 

第１章 総則 

第１０１条 根拠 

本規程は、本規約第 1122条にもとづき定める。 

第１０２条 目的 

本規程の目的は、次の通りとする。 

（１）組合員が闘争時の組合活動により不利益を被った場合に対する救済 

（２）その他本部大会が認めた事業 

第１０３条 適用 

本規程の適用については、本部執行委員会の決定による。 

第１０４条 救済 

救済の基準は、次の通りとする。 

（１）解雇または懲戒処分等不利益な扱いを受けたとき 

（２）組合が不当とする行政上、司法上の処分により不利益な扱いを受けたとき 

（３）負傷または疾病にかかったとき 

（４）死亡したとき 

第１０５条 救済の対象 

救済は、本人またはその遺族に行う。 

ただし、遺族の範囲および順位は、労働者災害補償保険法に定めるところによる。 

第１０６条 運用収益の還元 

本会計資産運用による収益金の中から、本部大会で認められた範囲において組合員への還元を行うこと

ができる。 

 

第２章 救援 

第２０１条 解雇および懲戒 

本規程第 104条第 1号に該当するものについては、次の救援を行う。 

（１）復職までの賃金の保障 

復職まで組合業務に従事し、その間の賃金を補償する。 

（２）退職見舞金の支給 

解雇が確定したときは、退職見舞金として退職金相当額の 10割増または基準内賃金 5ヵ年分（退

職金相当額が基準内賃金 5 ヵ年分に満たない場合）に 300 万円を加算し支給する。また、本人の

希望により就職を斡旋する。 

（３）減収の補償 

懲戒により減収になった額を補償する。 

第２０２条 行政上および司法上の処分 

本規程第 104条第 2号に該当するものについては、次の救援を行う。 

（１）裁判に要する費用は、全額補償する。 

（２）未決抑留、留置のときは、1日 3,000円相当額の差入を行う。 

（３）罰金および科料は、全額を負担する。 

（４）保釈金は全額負担する。ただし、本人の責によって没収されたときは、本人が返済するものとす

る。 



 
79 

第２０３条 負傷および疾病 

本規程第１０４条第３号に該当するものについては、次の救援を行う。 

（１）療養  全額補償 

（２）休養  期間中支払われるべき賃金の補償 

（３）障害の補償  行政官庁の認定による等級に応じ法定給付のほかに労災法に定める給付基礎日額

(以下同じ)に次の日数を乗じた額を障害補償一時金として支給 

障害等級 日数 障害等級 日数 

第１級 ３，０００日 第８級 ６００日 

第２級 ３，０００日 第９級 ４７０日 

第３級 ３，０００日 第 10級 ３６０日 

第４級 ２，７００日 第 11級 ２７０日 

第５級 ２，３００日 第 12級 １９０日 

第６級 ２，０００日 第 13級 １２０日 

第７級 １，７００日 第 14級  ７０日 

上記に関わらず、障害等級第 1級～第 3級については 6,000万円を最低額とする。 

（４）見舞金の支給  入院または 3週間を超す病気欠勤 

扶養家族のある世帯主 15,000円 

その他の者 11,000円 

上記が 2ヶ月目から 1ヶ月につき 

扶養家族のある世帯主 15,000円 

その他の者 11,000円 

ただし、上記にかかわらず三越伊勢丹共済会からの見舞金の支給を受けた場合は支給しない。 

第２０４条 死亡 

本規程第 104条 4号に該当した者は、次の支給をする。 

（１）葬祭料の支給 

  法定給付の他に給付基礎日額の 80日分に 50万円を加算した額を葬祭料として支給する。 

（２）遺族補償金の支給 

遺族に対して法定給付のほかに給付基礎日額に次の日数分を乗じた額を遺族補償一時金として支

給する。なお、労働災害補償保険法にいう賃金総額に賞与を加えた年間の賃金額から算出したも

のを基礎とする。 

遺族数 補償日数 遺族数 補償日数 

０人 １，５００日 ３人 ４，１００日 

１人 ３，０００日 ４人 ４，３００日 

２人 ３，８００日 ５人 ４，５００日 

上記に関わらず、2,000万円を最低額とする。また、遺族補償を受けるべき遺族の範囲および順位は

労災法に定めるところによる。 

（３）特別補償金の支給 

前 2 号で補償金の支給が 2,000 万円に満たない場合は、その差額を特別の遺族補償金として支給す

る。 

第２０５条 適用の制限 

救援の事由が本人の故意または重大な過失によって生じた場合は、救援を制限もしくは行わないことが

ある。 



 
80 

第２０６条 保険加入 

本規程第 203 条、第 204 条の補償を行うために必要な保険加入を本部大会で認めた範囲において、一般

会計で行うことができる。 

 

第３章 附則 

第３０１条 改廃 

本規程の改廃は、本部評議員会の議決による。 

第３０２条 効力 

本規程は、２０１０年６月１８日より実施する。 

          ２０２１年１０月７日改訂 
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専従者規程 

  

第１０１条 根拠 

本規程は、本規約第 503条にもとづき定める。 

第１０２条 職務 

専従役員は、機関会議の決議事項に従い、組合業務を専門に執行する。 

２．専従スタッフは、原則として本部書記長および支部書記長の指示に従い、日常の組合業務を行う。 

第１０３条 専従者給与 

専従者の給与および手当は、同等者を勘案して適正な額を組合で補償する。なお、その額については、

監査委員会の承認を得る。 

２．専従スタッフの給与は、同等者を勘案して適正な額を組合で補償する。 

第１０４条 労働条件 

専従者の労働条件は、当人の所属企業の労働協約に準ずる。なお、本組合雇用者の労働条件は、別に定

める。 

 

附則 

第１０５条 改廃 

本規程の改廃は、本部評議員会の議決による。 

第１０６条 効力 

本規程は、２０１０年６月１８日より実施する。 

            ２０２１年１０月７日改訂 
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監査規程 

 

第１章 総則 

第１０１条 

本規程は、本規約第 331条、第 1125条にもとづき定める。 

第１０２条 監査の実施 

監査は、毎月１回開催する。また、必要に応じて随時開催する。 

第１０３条 監査の種類 

監査の種類は、次の通りとする。 

（１）会計監査 

（２）業務監査 

第１０４条 監査の責任 

監査委員会は、その監査業務につき本部大会に対し責任を負う。 

第１０５条 監査結果の報告および勧告 

監査委員会は、本部執行委員会に対し監査結果の報告と勧告ができる。 

第１０６条 監査の記録 

監査委員会は、監査の経過、結果を記録し、書記局で保管する。 

なお、組合員の請求ある場合は、閲覧させなければならない。 

 

第２章 会計監査 

第２０１条 月例監査 

監査委員会は、毎月月末までに、前月の会計状況について監査を行う。 

第２０２条 年度末会計監査 

監査委員会は、月例監査にもとづき年度末に、会計年度全般にわたる会計状況の監査を行う。 

第２０３条 会計監査の方法 

監査委員会は、毎月、会計責任者から会計状況の報告を受け、保管する金品および伝票、諸帳簿等を監

査する。 

第２０４条 監査報告 

監査委員会は、本規程第 202条の監査にもとづき、定期本部大会において報告をしなければならない。 

第２０５条 公認会計士の監査 

前条の会計監査報告は、公認会計士の監査を受け、その証明書を添えなければならない。 

 

第３章 業務監査 

第３０１条 業務監査 

監査委員会は、組合活動の積極的推進および適正な組合執行活動を目的とし、本部・支部執行部に対し、

業務報告を求めることができる。 

第３０２条 業務監査の方法 

監査委員会は、毎月、本部書記長および必要な本部・支部役員に対し、業務報告を求め、保管する資料、

記録等の書類を監査する。 
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第４章 提訴の取り扱い 

第１節 通則 

第４０１条 目的 

組合活動の規律を保持するために、組合員からの提訴に関わる事項を定める。 

第４０２条 提訴の手続き 

組合員が提訴する場合は、監査委員会が定めた形式で本部執行委員長を経て監査委員会に提出する。 

第４０３条 招集および開催 

本部執行委員長は、提訴を受けてから 1週間以内に監査委員会を招集し、開催しなければならない。 

第４０４条 成立 

監査委員会は、監査委員の 2分の 1以上の出席により成立する。 

第４０５条 任務 

監査委員会の任務は、次の通りとする。 

（１）監査日時などの必要事項の通知 

（２）提訴に関する審査 

（３）調書の作成 

（４）裁定事項を本部大会または本部執行委員会への附議 

（５）記録の作成 

第４０６条 議長 

監査委員会の議長は、監査委員の互選による。 

第４０７条 裁定の方法 

監査委員会の裁定は、監査委員の過半数とし、直接無記名投票とする。 

 

第２節 聴聞会 

第４０８条 開催 

監査員会が提訴を受理し、審査を必要と認めた場合、ただちに被提訴者に通知し、通知後、2週間以内に

聴聞会を開催しなければならない。 

第４０９条 被提訴者 

被提訴者は、次の権利を有し、聴聞会に出席しなければならない。 

（１）提訴に関しての事情説明および弁明すること 

（２）本人の希望する弁護人および承認を組合員から選出すること 

（３）反対証言をする全ての承認に対し質問すること 

第４１０条 非公開 

聴聞会は、非公開とする。 

２．監査委員および関係者は、当該事項で知りえたことを口外してはならない。 

 

第５章 附則 

第５０１条 改廃 

本規程の改廃は、本部評議員会の議決とする。 

第５０２条 効力 

本規程は、２０１０年６月１８日より実施する。 

     ２０１７年５月１６日改訂             ２０２１年１０月７日改訂 

     ２０１８年５月２２日改訂 
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情報管理規程 

 

第１章 総則 

第１０１条 根拠 

本規程は、本規約第 413条にもとづき定める。 

第１０２条 目的 

本規程は、本組合(以下、組合)の組合役員が組合の適正な組合活動行う重要な社内情報を適正に取扱う

ことにより、組合の健全な活動を行うこと、および関係各署の機密情報を適正に取扱うことにより関係

各署の権利の侵害を防止することを目的とする。 

第１０３条 定義 

本規程における用語の定義は、次の通りとし、本部役員、監査委員、支部役員および組合職員が組合業

務に従事することにより知り得た情報と、それに関する資料（書類、写真、サーバー・ディスク、スト

レージ、その他電磁的記録媒体）をいう。 

（１）社内情報 

グループ企業の経営戦略や経営計画および人事に関する情報で、公式に社外に開示している以外

のもので、役員および職員が組合業務に従事することにより知り得る情報(秘密情報、インサイダ

ー情報、個人情報および、他労組情報を含む。)をいう。 

（２）秘密情報 

組合外に開示した場合に組合組織に損害が生ずるおそれがあり、特に厳重な管理を要する情報を

いう。 

また労使協議により知り得た情報や本部役員、監査委員、支部役員の人事に関わる事項、組合会

計を管理する上で必要な秘密事項など 

（３）インサイダー情報 

金融商品取引法第 166条第 1項の「業務等に関する重要事実」に係る情報をいう。 

（４）個人情報等 

個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個

人を識別することができるもの。 

（５）法令等 

法律、政令、省令、規則、ガイドライン、告示、判決、決定、仲裁判断、通達ならびに関係当局

の行政指導および諸規則をいう。 

（６）組合内規程等 

規約、規則、規程、基準、内規、通達、マニュアル等、その名称、内容、交付、適用範囲のいか

んを問わず、組合組織の運営に関する取り決めで、成文化されたものをいう。 

 

第２章 管理体制 

第２０１条 情報統括部署・情報統括責任者 

組合は、本部書記局を情報管理について統括を行う機関（以下、「情報統括部署」という。）として定め、

本部書記長を当該部門における情報統括責任者（以下、「情報統括責任者」という。）として定める。 

２．情報統括責任者は、組合組織内情報の管理について統括し、責任を負う。 

３．情報統括責任者（本部書記長）は、自らを補佐させるため、本部執行委員会の承認を得て、情報統

括責任者補佐を置き、情報統括責任者（本部書記長）の業務を行わせることができる。 

４．情報統括責任者 （本部書記長）は、原則、会社が定める「ITガバナンス責任者」を担う本部執行委

員長が任命する「ITガバナンス担当者」を兼務するものとする。 
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第２０２条 情報管理責任者 

組合組織における情報管理の適切な実施を図るため、情報管理責任者（以下、「情報管理責任者」という。）

を置くものとし、当該各支部書記長がこれにあたる。 

２．情報管理責任者は、情報統括部と連携し、組合組織内情報の管理を行う。 

第２０３条 情報管理担当者 

情報管理責任者は、各支部の情報管理を補佐する者として、当該各支部の中で情報管理担当者を指名す

ることができ、情報統括部に情報管理担当者を届け出る。 

２．情報管理担当者は、情報管理責任者の指示に従い、情報管理に関する業務を行う。 

 

第３章 情報管理義務 

第３０１条 目的外利用の禁止 

組合組織内情報は、定められた目的以外に使用してはならない。 

２．組合組織内情報は、私的な目的に利用してはならない。 

３．組合組織内情報は、法令等および組合規約等に違反した利用または社会通念に反する利用をしては

ならない。 

第３０２条 組合組織外における日常の注意義務 

組合役員は、組合組織内情報の管理に関し、組合組織内外の場所における会話その他の連絡、通信につ

いて日常から十分な注意を払う義務を負い、家族および友人に対しても、組合組織内情報を開示または

漏洩してはならない。 

第３０３条 組合組織内情報の開示 

組合役員は、当該情報の内容に応じ、所定の手続きを経なければ、組合組織内情報を組合組織外の第三

者に開示・漏洩してはならない。 

２．組合組織内情報のうち、秘密情報、営業秘密、他社の営業秘密、インサイダー情報、個人情報等お

よび取引先情報について、組合組織外の第三者または三越伊勢丹グループ内の関係各部署に開示す

る場合には、事前に情報管理責任者、情報統括責任者の許可を得なければならない。 

３．組合役員は、組合組織内情報（但し、一般組合組織内情報を除く。）を取材（調査、アンケートを含

む。）、出版、論文、講演、テレビ・ラジオ出演、インターネット等の方法により組合組織外に開示

する場合には、情報管理責任者を通じて情報統括責任者へ提出し、開示内容について、情報統括責

任者の承認を得るものとする。 

第３０４条 情報の返却・廃棄 

組合組織内情報の組合組織外の第三者への開示は、組合組織内情報の保持および利用の期限を定めて行

うものとし、当該期限内に、当該第三者に組合組織内情報の返却、廃棄その他の利用停止の措置を取ら

せなければならない。 

第３０５条 取引先との契約 

事業活動の中で、取引先に秘密情報または営業秘密を開示する必要がある場合には、予め守秘義務契約

を締結しなければならない。 

第３０６条 インサイダー取引の防止 

本部役員、監査委員、支部役員は、法令に定めるインサイダー取引を未然に防止するために労働協約に

定める「インサイダー取引防止規則」を遵守しなければならない。 

２．本組合が保有する㈱三越伊勢丹ホールディングス株式の売買等を行う場合は、インサイダー取引に

ならないよう会計規程に従い手続きを経るものとする。 
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第４章 その他 

第４０１条 教育・啓発 

組合は、役員および職員に対し、組合組織内情報の管理に関する教育・啓発を行う。 

第４０２条 事故・事件およびリスクへの対応 

情報管理に関するリスクに関する情報もしくは事故・事件を認知し、または報告を受けた者は、直ちに、

情報管理責任者（支部書記長）に報告し、また、情報管理責任者（支部書記長）が事故を認知し、また

は報告を受けた場合、直ちに、本部執行委員長、情報統括責任者（本部書記長）および監査委員会に報

告しなければならない。情報管理に関する事故・事件が発覚した場合の報告その他対応については、本

部書記局に従う。 

２．情報管理に関するリスクについて、組合役員または専従スタッフは、本部書記局に従って適切に対

応するものとする。 

第４０３条 違反者の取扱い 

組合役員および職員は、この規程に違反した場合には、懲戒規程に定める処分を受けることがあり、か

つ、これにより組合組織に生じた損害を賠償する責任を負う。 

第４０４条 監査 

情報管理責任者（支部書記長）、情報統括責任者（本部書記長）および監査委員会は、組合組織内の組合

組織内情報の管理状況に関して、随時監査を行う権限を有する。 

 

第４０５条 その他 

この規程に定めのない事項については、組合規約および法令等の定めによる。 

第４０６条 改廃 

この規程の改廃は、本部書記局が起案し、本部評議員会の決議に基づいて行うものとする。 

 

附則 

本規程は２０１０年６月 18日より施行する。 

          ２０２１年１０月７日改訂 

     ２０２４年１０月３日 


